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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２５年第７回美幌町議会定例会第２日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、８番岡本美代子さん、９番坂田

美栄子さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（馬場博美君）〔登壇〕 諸般の

報告を申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

昨日に引き続き、通告順に発言を許しま

す。

１番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私は、さき

に通告いたしました２項目３点について質問

をさせていただきます。

まず、１点目は、自治会活動に対する支援

について。

自治会補助金についてであります。

各自治会内における雪解け時期の道路の補

修、また、私道であっても町民にとって必要

な生活道路の整備、高齢者の間口除雪等に対

して、自治会内の人材、また、重機等を活用

して、町からは原材料及び技術的指導をして

いただければ、町の財政負担の軽減にもなり

ます。

地域課題の解決や地域の活性化に向けて、

町民が主となり自治会がみずから企画し、自

主的に取り組む活動に要する経費の一部を補

助することにより、地域のコミュニティの活

性化及び活力ある地域社会の実現につながる

と考えますが、町長の考えをお伺いします。

２点目でございますけれども、消費税改正

に伴う対応について。

まず、一つ目は、各種団体等に対する補助

金についてであります。

平成２６年４月から消費税が現在の５％か

ら８％になり、さらに、平成２７年４月から

は１０％になることが国の方針で決定してい

ます。

美幌町では、平成２６年度から住民に密着

した水道、下水道、個別排水処理使用料を８

％に値上げする予定です。

このような状況の中で、各種団体及び個人

等に対する補助金の基本的な考え方をお聞か

せください。

２点目の２項目めでございますけれども、

リフォーム補助金及び町産材補助金について

であります。

補助金のうち、特に住民に直接関係のある

リフォーム及び町産材の補助金についてであ

りますが、本年９月議会定例会では、大江議

員のリフォーム補助金についての一般質問の

中で、平成２５年度に終了することになって

いるリフォーム補助金については、住民アン

ケートの結果から、平成２６年度以降も継続

する方向で検討するとの答弁でありました。

平成１９年９月から実施している町産材の補

助金とあわせて補助金限度額の見直しをすべ
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きと考えますが、町長の考えをお示しくださ

い。

以上、１回目の質問、よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、自治会活動に対する支援につい

て、自治会補助金についてですが、本町で

は、住みよい地域の環境づくりに、自治会や

事業者を初めとする住民の皆様が町と協働で

取り組まれており、特に自治会助け合いチー

ムの冬期除雪活動に対し感謝を申し上げると

ころであります。

私道の管理につきましては、私道取扱要領

に適合する路線を私道台帳に登録し、町で必

要な維持管理を行っております。

高齢者宅の間口除雪については、自治会た

けあいチームで実施されているほか、対応で

きない高齢者宅の間口除雪は、民生部と建設

水道部とが連携し実施しております。

御質問の地域課題の解決や地域活性化に向

けた事業への補助についてでありますが、ふ

るさとづくり基金を財源とする美幌町まちづ

くり活動推進事業補助金交付要綱により、自

治会や町内のＮＰＯ法人、団体等が実施する

地域コミュニティの活性化や活力ある地域社

会を実現するための事業に対し支援を行って

おります。

この補助金は、まちづくり活動を目的とす

るソフト事業や設備投資の事業に対する補助

であり、地域自治会が実施する私道の補修

は、前段で御説明したとおり対応しており、

本補助の対象としておりませんので、御理解

をお願いをします。

御提案いただきました、自治会が人材や機

動力を生かし、地域コミュニティの醸成を目

的に、共同で使用する施設等の維持・補修や

整備を行う場合の支援につきましては、まさ

しく自治基本条例の協働の推進の実現を図る

上で町民の主体性を重んじた提案であります

ので、実現に向けた制度を検討してまいりた

いと思います。

次に、消費税改正に伴う対応について、各

種団体等に対する補助金についてであります

が、町が支出する各種団体及び個人等に対す

る補助金は、特定の事業または研究などの育

成・助長するために、町が公益上必要がある

と認める場合に対価なくして支出するもので

あり、交付に当たっては補助対象とすべき事

務事業及び対象経費を明確にすること、補助

金交付のための要綱等を整備し、根拠を明確

にすることなどが基準で定められておりま

す。

御質問の補助金における消費税の取り扱い

についても、補助対象経費に消費増税が影響

されるものとされないものがあることから、

一律に増税相当分を増額するのではなく、こ

の基準や要綱等に沿った形で進めていく事を

基本的な考えとしており、今後の予算編成過

程の中で、それぞれの補助要綱に基づいて精

査する考えでおります。

次に、リフォーム補助金及び町産材補助金

についてでありますが、住宅リフォーム促進

補助金は、平成２３年度から今年度までの３

年間にわたり、住宅改修工事や環境負荷低減

工事など、住環境整備を実施される町民の

方々へ積極的な助成を図り、御利用された町

民や施工業者からも高い評価と制度継続の御

意見を数多くいただいているところでありま

す。

補助金内容につきましては、消費税及び地

方消費税に相当する額を除いた直接改修工事

に要した費用を算定基礎とし、改修工事に要

する費用の２０％以内とし、その限度額を５

０万円とすることを要綱で定め実施しており

ます。

このため、住宅リフォーム制度継続を前提

としまして、現行制度は、他自治体と比較し

利用しやすいすぐれた内容であると考えてお

り、既に交付した方々への公平性も鑑み、消

費税増税に伴います限度額見直しは行わず、

現行制度のまま進めたいと考えております。

次に、町産材活用促進事業補助金でありま



－ 61 －

すが、平成１９年９月から、ＦＳＣ森林認証

材の普及促進を図るために、住宅建築の際使

用した森林認証に対し助成をしてきたところ

であります。

補助単価につきましては、平成１９年９月

以前の取引単価、ベイマツ集成材が１立方

メートル当たり６万５,０００円、森林認証

材、カラマツ集成材が９万５,０００円であ

るため、差額３万円を補助したところであり

ますが、消費税及び地方消費税に相当する額

については補助単価には含めておりません。

また、平成２３年度から、化石燃料高騰に

よりベイマツ集成材とカラマツ集成材の差額

が４万円となったことから、補助単価につい

て改正を行ったところであります。

現在のところ、ベイマツ集成材とカラマツ

集成材の単価差が変わっていないことと平成

１９年度から本年までの平均実績使用料が２

０立方メートル、補助額が８０万円であるた

め、設定限度額２５立方メートル、１００万

円の範囲内であり、限度額につきましては現

行制度のまま進めていきたいと考えておりま

すので、御理解願います。

以上、答弁を申し上げました。よろしくお

願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） それでは、再質問を

させていただきます。

自治会活動に対する支援ということで、自

治会の補助金についてでございますけれど

も、年々、高齢者がふえていく中で、自治会

助け合いチームとともに、民生部と建設水道

部とが連携し、きめ細かに間口除雪対応され

ており、非常に心強いことであります。

ところで、今、高齢者がふえていくと申し

ましたが、同じ高齢者であっても、ひときわ

元気な方、ごく普通な方、また、高齢でなく

ても、体力の低下などで思うように体が動か

ないなど、さまざまであります。

このような中で、体力的に元気なうちは、

お互いに力を合わせて助け合う共助の精神が

これからますます必要になってくるのではな

いかと思っておりますけれども、この件に関

して町長の考えをお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、新鞍議員がおっ

しゃったように、私もそのように感じており

ます。いつもお話しするのですけれども、美

幌町は２万１,０００人ほどの人口で、６５

歳以上の方が約６,０００人おられます。そ

のうち介護認定を受けている方が１,０００

人ちょっとだと思いますけれども、残り５,

０００人の方は、病院に通ったりして薬を飲

みながらでも手助けがまだ必要ではないとい

うことであります。

あと、この５,０００人の人が力を合わせ

て何かをやったら、物すごいパワーになるの

ではないかなと思っています。老人クラブ連

合会に加盟している方が約１,８００名で

す。この方の力をかりるのも、非常に大きな

力になるのではないかなと思っています。

いずれにしろ、お年寄りのみならず美幌町

民の皆さんが、共助という、お互いに地域で

助け合うという、そういった精神を非常に私

もありがたく、力強く感じておりますので、

引き続きそういう力をこの町のために生かし

ていただくようなことを、私どももしっかり

と後押しをしながら、さまざまな形で充実し

た活動をしていただきたいと、そのための努

力を引き続きしてまいりたいと、そのように

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） やはり、人間、健康

が本当に一番という感じでございまして、健

康のありがたさをしみじみと感じるところで

ございます。

今回、自治会の補助金についてであります

けれども、実現に向けた制度の検討をすると

いうことで大きな前進がある御回答をいただ

いたわけでありますけれども、どうかスピー

ド感を持って、新年度から実施できるよう考

えますけれども、町長の考えをお示し願いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。
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○町長（土谷耕治君） 今、スピード感を

持ってということであります。

我々も自治会連合会との懇談会を含めて、

いろいろな機会を通じて、町民の皆さんとお

会いして対話する、まちづくりについていろ

いろなお話をさせていただく中でもちょっ

と、我々の取り組みをお話しさせていただい

ていますけれども、基本的には、そういった

声があって、すぐできるものについてはすぐ

やると。そして、時間を要するものについて

は、やはり中長期的な計画の中で、その時間

帯はどれぐらいかかるのだということをしっ

かり町民の皆さんにお示しするというような

取り組みが極めて重要なので、いつまでも検

討するということだけでは住民の皆さんも納

得がいかないと思いますので、ある程度の時

期を含めて、方法も含めて、お示しできるよ

うに、スピード感を持って対応していきたい

と、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） いろいろ、結論が出

るまでにはさまざまな検討といいますか、調

べていかなければならないこともあるでしょ

うけれども、よろしくお願いいたしたいと

思っております。

次の質問に移らせていただきます。

２点目の消費税改正に伴う対応についてで

ありますけれども、各種団体等に対する補助

金についてであります。町長の答弁の中に、

今回増額される分については、予算編成過程

の中で、それぞれの補助要綱に基づいて精査

するとのことでありますけれども、町が出し

ている自治会、福祉団体、教育団体などのそ

れぞれの関係に対する補助金は数多くあり、

活発に活動しております。この各種団体、個

人とヒアリングを重ね、最低でも増額すべき

と考えますが、町長の考えをお示しくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 来年４月から５％が

８％になるというようなことで、さらに、そ

の後には１０％までというようなことが道筋

として示されているということであります。

それで、この消費税引き上げの影響で、私

どもから補助をさせていただいている部分で

言うと、例えば影響を受ける補助金、あるい

は影響を受ける可能性があるだろうという補

助金、また、影響を受けない、そしてまた、

消費税が上がろうが下がろうが定額としてい

るものがあるということで、個別の補助金名

については担当のほうから答弁させていただ

きたいと思いますけれども、いずれにしろ、

そういった区分けの中で、予算編成の中で

しっかりと見きわめて、引き上げが必要なも

のについては町民の皆さん、議会の皆さんの

理解を得るようなこともしっかりと取り組み

の中に組み込んでまいりたいと、そのように

思っております。

今言った区分けの具体的な補助金名につい

ては、担当のほうから答弁をさせていただき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 財務主幹。

○財務主幹（矢萩 浩君） ただいまの具体

的な補助金の内訳であります。

まず一つ目に、消費税の引き上げの影響を

受ける補助金としましては、補助対象経費で

消費税の率の引き上げの影響を受ける経費を

含む場合としまして、例を挙げますと観光イ

ベント事業の補助金があります。これにつき

ましては、補助対象経費がそれぞれ含まれて

おりまして、例えば消耗品だとか燃料費等、

これらにつきましては、実際に購入する場

合、消費税を含みますので、これらについて

も補助金には反映される形になります。

二つ目の消費税の引き上げの影響を受ける

可能性がある補助金としましては、例えば、

これは個人の補助金になりますけれども、認

可外の保育所の利用者の補助金、あるいは緑

の苑多床室の運営費補助金、これら補助の基

本額、これと実際に支払いする介護報酬との

差額になります。こちらの介護報酬の差額だ

とか、そういう元となるものが消費税の影響

を受けて引き上げになった場合は補助金の額

もふえる形になります。
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いずれにしましても、各補助金で共通であ

りますが、各部局から平成２６年度の予算要

求が上がってきます。その中に補助金負担金

調べという様式がついておりますので、各個

別の補助対象経費だとか補助金の要綱に照ら

し合わせる形になりますので、そちらを精査

した上で予算編成に当たっていく考えであり

ます。

以上、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ただいまの補助金の

内容、よく理解いたしました。

過去の行政改革の中で、各種団体、個人に

対しては負担金補助金を減額してきていると

いう経緯もあるわけでありますけれども、運

営に関しては非常に厳しいのが現実でありま

す。できる限り各種団体、個人の意向などを

十分に聞きながら増額すべきと考えておりま

すけれども、再度町長の考えをお示し願いた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） おっしゃるとおり、

やはり内容の精査をしながら、いろいろな物

差しを当てて見直していくということが必要

だと思っております。時代的な役割を終えた

ものについては、やはり既得権という考え方

ではなくて、やはり終了すべきものは終了す

るというようなことで、各団体、個人に御理

解をいただきながら、それを新しい行政ニー

ズ、住民要望に振りかえていくということが

基本的だと思いますので、見直し、精査につ

いては引き続きやっていきたいし、その中で

住民の皆さんの理解も十分得るようなことも

やって、いずれにしろ地域活動が停滞するよ

うなことだけは避けたいと思いますので、伸

ばしていくところはしっかりと予算をつけて

いくというためにも、役割を終えた部分につ

いてはそういうところにシフトしていくとい

う考え方で見直しを進めていきたいと、その

ように思います。その中での住民の皆さんの

理解を得たいと、そのように思っています。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ただいま町長の答弁

にありましたけれども、地域活動で頑張って

いるものには予算を十分にして、やっぱり時

代の流れで、役目を終えたものに対しては再

考するという感じで、今後とも補助金につい

てしっかりと対応していただきたいと思って

おります。

次の質問に移らせていただきます。

リフォーム補助金及び町産材補助金につい

ての再質問でございますけれども、住宅リ

フォーム補助金と町産材補助金の利用実績で

ございますか、この２点の、住宅リフォーム

については過去３年間の利用実績、そしてま

た、町産材の補助金につきましては制度開始

から今までの利用実績、件数、金額、経済効

果を年度ごとにお示し願えればと思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 実績です。

３年間やっていますけれども、平成２５年度

の分については見込み推計中ということで御

理解いただきたいと思います。

平成２３年度の申込件数１０７件に対しま

して実施件数は９３件、実績工事費は２億

８,４０９万８,０００円で、交付補助金は…

…（「もう少しゆっくり」と呼ぶ者あり）済

みません。ゆっくり言わせていただきます。

交付補助金は、３,０８０万８,０００円で

す。

平成２４年、申込件数は１５８件、実施件

数は１４０件、実績工事費ですけれども、３

億６,３２２万４,０００円。交付補助金で

す。４,８１７万５,０００円です。

平成２５年度ですけれども、申込件数は２

５０件、これはまだ見込みなのですけれど

も、辞退者の部分を推計の部分で仮に２２０

件といたしますと、実績工事費は５億２,４

０８万３,０００円、交付補助金は７,３２６

万２,０００円です。

この３年間を合計しますと、申込件数は５

１５件、実施件数、見込みですけれども４５

３件で、実績工事費は１１億７,１４０万５,
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０００円、交付補助金は１億５,２２４万５,

０００円です。平均いたしますと、１戸当た

り２５８万５,０００円で、１戸当たりの交

付補助金は３３万６,０００円ということに

なります。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 町産材活用住宅

助成事業の実績でございます。

この制度は、平成１９年９月１日からス

タートさせていただいてございます。各年度

の実績につきましては、平成１９年度、補助

戸数が３戸、認証材の使用数量が５２.２５

立米、１戸当たりの認証材の使用数量が１７

立米で、補助金額が１５６万円でございま

す。

平成２０年度、補助戸数が１４戸、それか

ら、認証材の使用数量につきましては２１

０.０８立米です。１戸当たりの認証材の使

用数量が１５立米、補助金総額につきまして

は６１２万円ということになってございま

す。

それから、平成２１年度、補助戸数が１１

戸、認証材の使用数量が１９８.７０立米、

１戸当たりの認証材使用数量が１８立米、補

助金総額が５８２万円でございます。

続きまして、平成２２年度、補助戸数が１

６戸、それから、認証材の使用数量が３２

１.２５立米、１戸当たりの認証材使用数量

が２０立米でございます。補助金総額が９２

１万円。

この平成２２年度までが立米当たりの補助

金が３万円という単価で実施をさせていただ

いてございます。

平成２３年度、制度改正をいたしまして、

補助単価を立米３万円から４万円に改正をさ

せていただいたわけでございますけれども、

その平成２３年度、補助戸数が１３戸、認証

材の使用数量が２７４.７０立米、１戸当た

りの認証材使用数量が２１立米、補助金総額

で１,０６４万円でございます。

続きまして、平成２４年度、補助戸数が２

２戸、認証材の使用数量が４４９.１８立

米、認証材の１戸当たり使用数量が約２０立

米でございます。補助金総額につきまして

は、平成２４年度、１,７２４万円でござい

ます。

それから、平成２５年度１１月末現在でご

ざいますけれども、補助戸数が１４戸、認証

材の使用数量が３０８.４１立米、１戸当た

りの認証材使用数量が２２立米、補助金総額

が１,１１６万円となってございます。

トータルで補助戸数が９３戸、認証材の使

用数量が約１,８１５立米、１戸当たりの使

用数量が２０立米で、補助金総額が現在まで

６,１７５万円となっております。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ただいま住宅リ

フォーム補助金、そして町産材の補助金の実

績をお伺いしたわけでございますけれども、

ざっと見たところ、かなりの経済効果が上

がっているというふうに強い感じを受けま

す。

そこで、この中で住宅のリフォーム補助金

と町産材活用促進事業補助金でありますけれ

ども、この両方の補助金を利用された方の実

績でございますけれども。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 利用状況で

ございますけれども、突合いたしますと、平

成２４年に３件、平成２３年と平成２５年

は、今のところありません。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 住宅をリフォームす

る場合は、よっぽど大々的に、壊したりしな

い限り、町産材、木材というのは余り使用し

ないといいますか、ある程度、使用する範囲

といいますか、決まっていますので、それ

で、昨年は３件、平成２３年はなかったとい

うことでありますけれども、昨年３件利用さ

れた方を見てみますと、かなり大々的にリ

フォームをしているというふうに感じ取られ

るわけでありますけれども、その内容といい

ますか、どの程度の金額がかかっておられる
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のか。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） それについ

ては、今はわかりません。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） それでは、次の質問

に移らせていただきます。

住宅リフォーム制度は、平成２６年度以降

も現行制度のまま進めたいとのことでありま

すけれども、経済効果が非常に大きいという

ことで、当分の間、継続すべきと考えており

ますけれども、町長の考えをお示しくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、担当部長のほう

から説明いたしましたように、３年間で５１

５件ですか、申し込みがあったということ

で、非常に反響の強さ、大きさに、ちょっと

我々も驚いておりますし、また、補助額に対

する総事業費が約７.７倍ということで、経

済的な効果もあるのかなと。さらに、施工す

るのには地元の企業の方でないとだめだとい

うようなことで、地域経済の中でも結構影響

があるのだなと思っております。

それだけの経済効果があるということで、

引き続きやりたいという意向で、９月定例会

のときにもちょっと一般質問がありましたけ

れども、基本的にやる方向で考えさせていた

だきたいと思っています。

ただ、一方、５００件ぐらいの申し込みが

あったということで、この後の潜在的な需要

があるのかという心配がちょっと、実はあり

ます。それが何年続くのかというのも非常

に、我々としては、ちょっと先が見通せない

といいますか、減少することは覚悟しなけれ

ばいけないかなと思っています。

そのような中で、ぜひ前向きに考えていき

たいという思いでありますので、何年という

お約束はちょっと今はできませんけれども、

ただ、潜在的な需要があるとすると、やは

り、９月の定例会でも言われましたけれど

も、１２月、あるいは１月に、お年玉みたい

なお話をされましたけれども、こういった

我々の気持ちをこの場で表現したことで、住

民の皆さんが、ああ、やるのだなというよう

な思いをしていただき、準備をしていただく

というようなことにつながればいいかなと

思っていますし、また、この３年間、ずっと

議会の皆さんには御理解をいただいて、予算

時期にも既にいろいろな取り組みをさせてい

ただいているということでありますから、潜

在的な需要もちょっと心配なものもあります

けれども、前向きに取り組んでいきたいと、

そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） このリフォームにつ

いては、町長も少し、先のことは心配されて

いるようでございますけれども、何といって

も、やっぱり多くの町民がかなり、町長が想

像する以上に期待をしているということで、

私も今、当分の間と、何年先までやるのだと

いうことは言いませんでした。大体、町長の

気持ちというのは、ずっとやりたいという気

持ちが顔を見て理解できましたので、今後と

も予算ではリフォームに対する、出てきた場

合、議員は絶対、満場一致で可決させていた

だきますので、よろしくお願いいたしたいと

思います。（発言する者あり）私はです。

それでは、今年度の新築住宅着工件数は、

来年４月からの消費増税の関係で、例年より

大幅に増加しているわけでありますけれど

も、来年度以降の減少は避けられないと思っ

ております。それをできる限り避けるために

も、わずかでも住宅リフォーム及び町産材補

助額の見直しをする、そのことにより新築住

宅がふえ、それが定住促進にもつながってい

くと考えますが、町長の考えをお伺いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、新築住宅が駆け

込みでかなり活気を呈しているということで

ありますけれども、消費税増税以後どうなる

のかというのは、なかなか見通しとしてわか

りませんけれども、リフォーム、町産材の見
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直しをというようなお話でありますけれど

も、１回目の答弁でも申し上げましたけれど

も、実はリフォームについては、全道で１７

９市町村あるうち実施しているのが５０とい

うことであります。

そして、この内容を見ますと、我が町より

補助率、それから限度額がいいなと思われる

ところが、今、４町ほどあります。ただ、４

町とも我が町より人口規模等かなり少ない町

村というようなことでありますので、この制

度自体は誇っていいのではないかなと、我々

も、当事者としてこういうことを言うのも

ちょっとあれですけれども、補助率について

は自信を持っておりますし、また、補助対象

工事も１回目のときにかなり広げましたの

で、だから、全道的に見ても、この補助対象

工事もかなり広がりのあるものだという自信

を持っています。

また、町産材もそうですしリフォームもそ

うなのですけれども、基本的には地元施工業

者でないとだめですよというようなことで、

地域経済でお金が回るということも、これも

我が町として誇り得ることだなと思っていま

す。

これからどんどん新しい、定住に向けて各

市町村がいろいろな取り組みをすると思いま

すけれども、私は、町外から来られる方はど

んどん喜んで受け入れしたいと思いますけれ

ども、町外から来ていただくために幾らか助

成するという方向よりは、リフォーム、ある

いは町産材のような助成の仕方のほうが適切

ではないかな、そのことが町民の皆さんにお

金が回る、この域内の経済に活気が出てくる

ということにつながるのではないかなと思い

ますので、自信を持ってまた、引き続き、た

だ、潜在的な需要があるかどうかという心配

は多少ありますけれども、制度自体は決して

ほかに引けを取るものではないと思っていま

すので、御理解をお願いをいたしたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 次の質問に移らせて

いただきます。

これから新たに住宅リフォームを考えてい

る人たちのことを考慮して、住宅リフォーム

促進補助金と町産材活用促進事業補助金の両

方が利用できることをあらかじめＰＲすべき

と考えますけれども、町長の考えをお伺いし

ます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 両方利用で

きることについては、既にいろいろな形のチ

ラシの部分でお知らせしていると思います。

そのことについては、広報及びチラシのみつ

めてでやっていますし、登録業者につきまし

て、説明会で詳しくできることについてやっ

ておりますので、十二分に御周知されている

と思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 私も見ておりまし

た。

町産材の補助金制度は平成９年９月にでき

まして、平成２３年度に化石燃料高騰の関連

で補助単価の改正を行っておりますけれど

も、今後、ベイマツ集成材とカラマツ集成材

の単価差が生じた場合は補助単価を改正され

ると思っておりますけれども、この件につい

てお伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） １回目の答弁で

もございましたけれども、現在のところ価格

差が変わっておりませんので、単価について

は据え置きという形でさせていただきたいと

思いますけれども、今後、ベイマツ集成材と

カラマツ集成材、この価格差が広がった場合

については、補助の算定基本がそういう形に

なっていますので、単価についても改定をさ

せていただきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 以上で私の一般質問

を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１番新鞍峯
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雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１１時といたします。

午前１０時４９分 休憩

────────────────

午前１０時５９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順により発言を許します。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 一般質問

をさせていただきます。

異常気象で日本全国各地が被害に遭う最

中、本町においても、９月１６日による大雨

で災害対策本部が設置され、その対応として

避難勧告が発せられたところです。

後日、職員より被害状況等の説明を受けた

際に、避難勧告とは、町民に避難をお勧めす

るだけで強制力はありませんとはっきり申さ

れました。言葉的にはそのとおりかと思うと

ころでありますが、他地域における大雨災害

時に、その町がなぜ避難勧告を発し、住民を

避難させなかったのかという疑問を投げかけ

る報道もされているところであります。

そこで、地域事情は異なりますが、本町に

おける避難勧告の実効性をどのように考えて

いるのか、災害対策本部長の役を担っている

町長に確認をさせていただきたい。

さらに、災害時にいち早く動員がかかるの

は、公務員である職員等であります。９月１

６日における職員等の動員の反省を踏まえ、

職員等の動員のあり方をどのように考えてい

るのか、あわせてお聞かせいただきたい。

２項目め、町長の政治姿勢についてであり

ます。

本年６月定例会、９月定例会に引き続き今

回も質問させていただきますが、丁寧なる答

弁をよろしくお願いいたします。

パークゴルフ場設備整備検討委員会から審

議内容の報告を受けている町長は、どのよう

な判断をし、職員に対しどのような指示をさ

れているのか、お聞かせ願いたい。

施設運営には、当然、維持管理費がかか

り、このことも将来のパークゴルフ場建設を

どうするか、判断を下すための重要な要素で

ありますので、将来のパークゴルフ場の維持

管理費を概算で毎年どの程度かかると想定し

ているのか、お示ししていただきたい。

町長は、今任期中に着手すると答弁されて

いるが、失礼ながら土谷町長の今任期は、今

月を含めて１年５カ月であります。自分の夢

ばかりではなく町民の夢でもあると述べられ

ている町長の努力されている姿を見ていただ

く、承知していただくためには、町長の任期

中の着手であれば、当然、平成２６年度当初

予算に盛り込むべきではないかと強く思いま

すので、町長の考えをお聞かせ願いたい。

優良農地の確保についてであります。

平成２５年１１月２５日付で、美幌町農業

委員会会長名で美幌町長に対し、美幌町農

業・農村の活性化推進に関する建議書が提出

されていることは承知しているところです

が、法の規定による権利において、４、優良

農地の確保についてという表記のもと、「現

在、町はパークゴルフ場の新設を検討してい

るところでありますが、農地の転用による新

設のお考えがあるならば、農業生産の基礎で

ある優良農地の確保が優先されるべきとの委

員会の立場を十分御理解いただき、建設地の

選定につきましては慎重に御検討いただきた

い。」とあり、この文面の意味するところは

何か、もう少しかみ砕いて説明をいただきた

いと存じます。

以上、３項目質問させていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 吉住議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、災害時の対応について、避難勧告

の実効性をどのように考えているのか、職員

等動員のあり方をどのように考えているのか

であります。

その前に、優良農地の確保については、後

ほど農業委員会のほうから答弁をさせていた
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だくということを前段お知らせをしておきた

いと思います。

災害が発生し、または発生のおそれのある

場合において、住民の生命または身体を保護

するため、町長が必要と認める地域住民に対

し、災害対策基本法に基づき避難勧告あるい

は避難指示を発令する場合があります。

避難勧告については、災害発生のおそれが

ある地域住民に避難を促すものであり、強制

力はありませんが、自然災害及び事故などを

未然に防止することや発生した被害を最小限

にするためにも実効性はあるものと認識して

おります。

また、被害の危険が切迫したときには、避

難勧告よりも拘束力が強い避難指示を発する

こととなります。

９月１６日から１７日にかけて北海道を通

過した台風１８号の影響による大雨により町

内において災害発生のおそれがあると判断

し、美幌町台風１８号災害対策本部を設置す

るとともに、美芳地区の一部と日の出地区の

一部の住民に対して避難勧告を発令したとこ

ろであります。

さらに、全職員を招集し、避難勧告の伝

達、被害状況の確認、情報収集、避難所の開

設、避難住民の受け入れなどの災害対応を

行ったところであります。

災害時の職員の招集に当たっては、最悪の

場合を想定し、住民被害を最小限に抑えるた

めの対応が求められるものであり、災害予

防、応急対策を迅速かつ的確に実施するた

め、必要な配置体制を速やかにとるべきと考

えております。

また、災害対策本部が設置されていない場

合であっても、非常配置の基準により配置体

制をとりたいと考えているところでありま

す。

次に、町長の政治姿勢について、パークゴ

ルフ場施設整備検討委員会から審議内容の報

告を受けている町長は、どのような判断を

し、職員に対してどのような指示をされてい

るのかについてでありますが、パークゴルフ

場施設整備検討委員会では、土地の法規制や

規制を解除するための要件、さらには候補地

個別のメリットや課題を整理し、政策会議に

検討内容の報告があったところであります。

御質問の、検討内容についてのその後の状

況についてでございますが、場所の選定に当

たっては、それぞれ検討された土地にさまざ

まな課題があることから、慎重を期したいと

考えております。

したがいまして、私の判断や進捗状況をお

示しするには、いましばらく時間を必要とし

ておりますので、御理解をいただきますよう

お願い申し上げます。

次に、将来のパークゴルフ場の維持管理費

を概算で毎年どの程度かかると想定している

のかについてでありますが、パークゴルフ場

の維持管理費用についてでございますが、

コースの規模や附帯施設の内容により違いが

出てくると考えております。

このことから、候補地が絞られる段階で概

算費用の積算を進めてまいりたいと考えてお

りますので、御理解いただきますようお願い

を申し上げます。

次に、町長の任期中の着手であれば、当

然、平成２６年度当初予算に盛り込むべきで

はないかについてでありますが、パークゴル

フ場の候補地の選定に当たっては、議会並び

に町民の皆さんへの説明と御理解を得て進め

るべきものであります。

このことから、候補地の検討途上にありま

す現段階においては、……（発言する者あ

り）申しわけございません。

大変失礼しました。

予算計上時期を示せる時期ではないと考え

ておりますので、御理解いただきますようお

願い申し上げます。

ちょっと答弁用紙、申しわけございませ

ん。大変失礼申し上げました。

以上、御答弁させていただきました。よろ

しくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 農業委員会会長。

○農業委員会会長（鈴木幸往君）〔登壇〕
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吉住議員の質問にお答えをしたいと思いま

す。

農業委員会は、農地法に基づき、農民の代

表機関として、地域農業や農家にかかわる問

題の建議の選択、農地の転用または売買、

あっせん、賃貸借などの許認可を行っている

ところであります。

また、農業委員会に関する法律では、農地

などの利用すべき土地の農業上の利用の確保

に関する事項及び農地などの利用の集積、そ

の他農地などの効率的な利用の促進に関する

事項で、農地を守り、農地の有効的な利用を

図るところであります。

御質問の平成２５年１１月２５日付の美幌

町農業農村活性化推進に関する建議書４の優

良農地の確保についてでありますが、本町の

基幹産業である農業には必要不可欠な優良農

地であり、優良農地の確保は、安心・安全な

農産物の生産につながる重要なことでありま

す。

さらに、農業生産や農業経営における基礎

的な資源として、優良農地の確保と、その有

効利用の促進を図り、認定農業者や農業生産

法人などの育成と中核的な担い手の農地への

利用集積を推進しているところであります。

農地は、私たちが生きていくために欠かす

ことができない食料の生産基盤であり、食料

の自給率の低い日本は、この農地を大切に

守っていかなければなりません。

このことから、町内の農地については、生

産力が高く、土地改良事業の対象となってい

る第１種農地であり、農業委員会は、この優

良農地を守っていかなければならないと考え

ておりますので、御理解を願いたいと思いま

す。

以上、答弁をさせていただきましたので、

よろしくお願いをしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １項目め、災害時

の対応について、再度お聞かせ願いたいと存

じますが、その前に、職員の方々には深く敬

意を払うところであります。

さかのぼれば、聖徳太子が公民たる心意気

ということで、国民のため寝ないで働け、身

命を尽くせというのが憲法１７条発布のとき

に附帯されて出された内容であります。そう

いう思いにおいては、災害時においても、公

務員が一生懸命やらなければいけないという

のは脈々と伝わっているのかなと、そういう

思いでは心を動かされるところがあります。

さて、今回の９月１６日のことについて、

ちょっと御確認をさせていただきたいと存じ

ます。

避難勧告とは、美幌町で言えば住民、町民

の皆さんに避難されたほうがいいですよとい

うことを知らしめると。今回は一部の地域、

自治会でありましたけれども、それについ

て、どういう形で住民、避難をしてください

という言葉をかけられたのか、ちょっと、確

認のため、どういう形で、形というのは、町

長命を受けたとかいうのではなくて、町民に

どういう形の声かけをしたのか、ちょっと確

認をさせていただきたいと存じますので、そ

の流れをお教え願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 台風１８号のと

きの避難勧告の住民への周知の関係でありま

すが、避難勧告を発するという状況になっ

て、職員が避難を要する地域に行きまして、

各戸別を訪問いたしまして、避難勧告の旨を

お伝えしたということであります。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 大変だったでしょ

うね。

ただ、これは私の一方的な話というものも

ありますが、今、議会、別な観点で、災害時

におけるという意味合い、それは、もちろん

行政職の方と議員という立場は違いますが、

意識を持って、今、議論している最中であり

ます。そういう観点から、議員も機会があれ

ばいろいろな研修を受けたり、いろいろな地

域における事例というものを検証させていた
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だいているところであります。

それで、新聞報道によりますと、数名の方

しか避難勧告に応じて避難されていなかった

というふうに受けとめている中で、実は、そ

ういう経験のもとで、災害というのは美幌町

ばかりではございません。避難勧告をお伝え

するに当たって、工夫という意味ではちょっ

と知恵がないのではないかと思うところなの

です。

ある大学教授の講演の中の話でありますけ

れども、今、まさしく行政は、避難してくだ

さいということをお伝えするという役割。そ

こで、ある大学教授に、経験上どうやったら

人が動いてくれるか、避難してくれるかとい

う思いを聞かされたことがあります。それは

もちろん、町によっては対応の仕方が違うと

思いますが、ふだん顔も見ていない人がぽん

と来たって、なかなか住民が、気持ちがまず

ついてきてくれるかという話でありました。

そこで、二つさらにお聞かせ願いたいので

すが、制服という強み、例えば制服を着てい

らっしゃるのは、あえて言えば消防職員、消

防団、権限外かもしれませんが警察、もちろ

ん美幌には部隊があります。協力願えれば、

そういう意味では制服。

話の論点が違うのですけれども、別なこと

で制服の威力というのは発揮されていること

があります、悪いほうで。今言っているの

は、いいほうという意味で、制服の、こんこ

ん、戸をたたいたとする。そうしたらやっぱ

り、誰が見ても警察の方だな、消防の方だ

な、ほかの関係の方だな。そうすると、人と

いうのは、ああ、こういう立場の人が来てく

れたという思いで、まず一つ、避難という意

味合いを重く受けとめることが大であるとい

うこともありますし、もう一つは、町長の発

案のもとで、各自治会に、職員が自治会の支

援ということで顔なじみになっている人の活

用という意味では今回どうだったのかなと思

うところであります。

そういう意味では、お勧めといっても、さ

らに発展させていただきますが、避難勧告の

お話を聞いた上で、本部が住民がそうしたら

それに乗っかって避難しようとしても、その

地域において、人の手助けを受けたい人もい

らっしゃるかと思うのです。そういう意味の

対応も含めて、本部が、手助けを受けたいと

いう意味では、私の狭い範囲内で考えれば、

民生、例えば健常者でない方、体がいうこと

をきかない方、いろいろなものがあろうかと

思いますけれども、そういう意味で、今回、

町外、役所内と言ったほうがいいのですか、

少なからず。どういう構築をされていたの

か、どういう対応をとられたのかもあわせて

お聞かせ願いたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 相当な項目にわたり

ますので、答弁漏れがあれが御指摘をいただ

きたいと思いますが、工夫がないのではない

かというようなことでの具体的な例として、

顔なじみであるとか、制服であるとか、多

分、もう一つはサポーター制度のことを指し

てお話しされていると思いますけれども、そ

ういったことも一つだと思いますけれども、

対策本部をつくった以上は防災計画にのっ

とった対応をしていくというのが基本になる

と思いますので、そういった意味では、今

回、私ども全職員を招集しまして、住民の皆

さんに避難勧告を含めて周知をさせていただ

きました。

特に戸別に訪問するということは、やはり

雨が降っている、そして今の住宅事情を考え

ると、セットカーで回っても、なかなか聞き

にくいということもありますので、地域も

ちょっと限定的だったので、職員が戸別訪問

して周知をしたということでありますので、

その辺は御理解をいただきたいと思います

し、制服を着ているというのは、具体的に

は、例えば消防であるとか警察であるとか、

それは、それぞれの役割、また、防災計画の

中でしっかり役割分担されていますので、な

かなか難しいと思いますけれども、それも一

つの方法かなと思いますので、防災計画にど
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う載っているかについては、あるいはどう盛

り込めるかについては、今後の検討事項だと

思います。

それから、人の手助けが必要な方について

は、これは、災害時の手助けが必要な方のリ

ストを持っていますので、それで、民生部だ

とかそういう部署も、あるいは地域サポー

ターにかかわる職員も、防災本部の中の役割

がしっかり位置づけされていますので、個別

にそれだけをやるということは、なかなか難

しいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今回、どちらかと

いうと、すり合わせというか、思いという意

味で、私もこの場をかりて、決してきょう、

私の目的と言えばおかしいのですけれども、

いいとか悪いという結論で見たことの議論で

はなくて、というのは、地域事情がありま

す。だから、私は、例えば９月何日以降、大

きい台風で、新聞報道、テレビ、避難勧告を

出して、避難させなかったら悪いという報道

がばんばん、まるで行政の手落ちみたいな報

道もあったのです。

だから私は、今回の目的はそうではなく

て、美幌町のスタイルはスタイルとして町民

に知っていただこう。本来は、最終的には、

勧告であれ、今、議論しようと思っていませ

んが、指示も含めて、みずから自分の命を尊

く思って判断してほしいということをしっか

り発信しなければ、行政のほうが身がもたな

いです。

あえて言えば、今回のレベル、レベルとい

うのは、程度という意味のレベルです。避難

勧告でありました。でも、自然災害というか

天候も含めて、急に程度というレベルが上が

る場合、程度が上がれば、対応しなければい

けない地域の住民の数や面積も変わってきま

す。だから、毎度毎度決まった地域ばかり行

けないということもしっかりうたった上で、

だからここが、私はいいとか悪いというので

はなくて、研究という意味で問いかけたいの

です。

そこで、１項目めの二つ目にちょっとお話

しさせていただきますが、動員であります。

動員ですから、管理職も含め、職員の方々

はお集まりになったのでしょう。私は、集ま

るという意味では否定的ではありません。も

ちろん、皆さんのお力をおかりしなければい

けないのですけれども、ただ、私は、奇異に

感じるのは、一例ですけれども、国保病院、

その病院自体に被害がこうむるかどうかはも

ちろんのことでありますけれども、病院とい

うのは、他の場所、病院そのものの敷地内と

いう意味ではなくて、対応しなければいけな

い事情だって発生するのです。そういう中

で、しっかりした仕分けの形の中で、動員の

あり方、守るべき場所があるなら、全員を一

堂に会する必要がないという言い方ではなく

て、考え方を改めなければいけないだろう。

災害を受けてけがをする人がいるかもしれな

い、呼吸困難になるかもしれない。移動する

ことによって来るかもしれないということ

も、いいですか、誤解なく。勉強の中で教

わってきたところであります。

そういう面では不足のない対応をとられて

いると思いますが、そこら辺も９月１６日の

一つの動員のあり方の反省点ということで私

は聞いているつもりですので、まさかそのよ

うなことはないと思いますが、ちょっと確認

という意味で、しつこいようでありますが、

今回の目的は、災害に対する仕組みという意

味で思いがありますので、そして、美幌町は

こういう、いい、悪いではありません。対応

の中で町民に理解していただくという目的も

含めてさせていただいていますので、その事

例も含めて、承知しているものがあればお教

え願いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 町民の皆さんに知っ

ていただきたいという思いも込めての質問と

いうことでありますので、私のほうからも町

民の皆さんに訴えるという形で、今回の招集

を含めて御答弁をさせていただきたいと、そ
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のように思います。

基本は、やはり職員の招集にしても、避難

勧告、あるいは避難指示、これらについて

も、やはり最悪の場合を想定して、被害を最

小限にするということが基本だと思います。

そのような中で、実は伊豆大島で起きた伊

豆大島町の例が出て、避難勧告を出さないば

かりに二十数名の方のとうとい命がなくなっ

たということで、私は、そのよう中で印象に

残っているのは、１０月２４日に内閣府の特

命大臣が国民へ呼びかけたメッセージであり

ます。これは、例えば、全文をちょっと、短

いですから読ませていただきますと、「雨が

いつどれほど降るか、土砂災害がいつどこで

起こるかを正確に予想することは困難です。

ですから、警報や土砂災害警報情報が発表、

避難をしたほうがいいのではないかと自分で

判断すれば、ちゅうちょせずに避難をしてく

ださい。もし結果的に災害が発生しなけれ

ば、よかったと思ってください」という国民

への呼びかけをされました。

そして、八つ目に、「国民の皆様も、空振

りを恐れず、積極的にみずからの身を守る行

動をとっていただくよう重ねてお願いしま

す」ということであります。

まず第一義的にはそういうことだと思いま

す。

ですから、避難勧告があろうがなかろう

が、今、テレビ等で警報あるいは注意報が発

せられますので、それに基づいて、空振りで

もいいと思います。それは、今、住民の皆さ

んの避難のことで言っておりますけれども、

これは対策本部も同じだと思います。最悪の

場合を考えて、やはり対策本部を設置するこ

とも、空振りであってもいいと思います。そ

して、職員の招集についても、空振りであっ

てもいいのです。ある面、待機するのが仕事

ですから。そのことを、やはり空振りをして

もいいと。

ですから、勧告、指示、これらもためらい

があってはならないし、職員招集についても

ためらいがあってはならないということを、

私は１１月１日の庁内連絡会議で指示してい

ることでありますし、そのことで職員にも

しっかりと理解していただいていると、その

ように思っております。

あと、守るべきものは守るべきということ

で、国保病院の例がありましたけれども、そ

れについては病院事務長のほうから答弁させ

ていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今、災害時の

国保病院の対応という御指摘がございまし

た。

対策本部については、私なり事務のほうで

状況を確認して、そして、緊急時について

は、医師含めて緊急呼び出しの体制というも

のをとってございますので、そういう形で今

後も対応したいというふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 珍しく町長の思い

と、私事ですが思いが一致しました。滅多に

ないことであります。

要は、勧告、そういう権限がないのだとい

うのではなくて、やるべきことは、命にかか

わると思ったら、悪いことではない。

人というのは無責任なのです。ちょっと報

道関係の人に耳が痛い話をさせていただきま

すが、ある事例を言いました。出さなかった

からおまえたちというような、本音からいっ

たら、首根っこに縄をつけてできないので

す。だけれども、世の中というのは誰かのせ

いにしたいのです。それを甘んじて、多分、

職員の方々は悔し涙でこらえていると思うの

ですが、行政の責任にされてしまう。だから

そこら辺を、私は少なくても美幌町ではない

ように、共通認識というものをやっぱり発信

しなければいけいなという思いでこの質問を

させていただいていますが、１点ほど。２点

ぐらいあるのです、実は。

全員招集という言葉があっても、私は、一

つの判断の流れの中では、結果として、今、
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時間的にはでたらめです。２日とか３日とか

かかるかもしれません、対応も含めて。そう

いう意味の例を言いますと、例えば大雪なん

かの一例を挙げますと、雪の量からいって

も、どうしても３日間、４日間あけるだけで

かかるという判断のもと、除雪担当の会社と

いうのは一遍に全員招集をかけないのです。

車両を動かすに当たって、これは一例です。

車両というのは、壊れない限り、燃料とオイ

ルがあれば２４時間でも３日でも動く。た

だ、悲しいかな、運転業務、除雪に関して言

えば、交代要員というものを想定しなければ

いけないのだろうなと。そういうことも、今

後しっかり考えていかなければいけないこと

だろうなと思っています。

これは、私が言ってはいけないのかどうか

わかりませんが、本町においても、議会のほ

う、災害、悲しい３.１１も含めて、その対

応に真剣です。そういう意味においては、議

会側も情報という意味で知りたがっていま

す。

また、一例でありますけれども、公園の中

でこういう話を聞いていますし、どちらかと

いうと、それが一番誤報がない方法だなとい

うのをちょっと紹介しておきます。

情報というのは又聞きではだめだ。１回１

回聞く人もあるかもしれないけれども、一定

の内容、１回のボリューム、伝える内容とい

う意味のボリュームです。共通したもので見

なければいけない。例えば職員の方が待機し

ている間も対応したとすれば、ああ、こうい

う対応を本部が発令して、職員がこういうふ

うに動いている。職員同士でも、言葉伝い

で、ああ、例えば建設部は土のうを積みに

行ったらしいぞというのは又聞きではだめな

のです。

そういう参考になった話を御紹介させてい

ただきますけれども、そこで、大本営発表で

はないですけれども、一定の場所で情報の閲

覧ができる方法とか、例えば庁内ＬＡＮ、庁

舎内ＬＡＮ、これは、配線と美幌のサーバが

壊れない限りつながる話なのです。誰それが

心配で心配で、その心配というのは否定しま

せん。例えば総務部長に電話を直接入れる。

どうなっていると聞きたがる。これも情報の

伝達の一つでありますけれども、こうしゃ

べっている私でさえ、あるクイズ番組があり

ます。１０人並べて最初の人に、はい、この

文書をちらっと見せる。耳打ちで伝言してい

く。そうしたら、最後にどういうことか最初

から伝わっていると思いますがどうですかと

いったら、最初に書いてある内容と逸脱した

誤報ということもあります。そういう観点も

あるのでしょう。情報というのは又聞きでは

なくて、同じものを見るという勉強もさせて

きていただいたところです。

これは、質問というよりも、あくまでも私

の思いとしては御紹介という程度にとどめて

おきますが、御理解いただきたい。

それから、もう１点、本来は、これは議長

を通して伝えるべきことでありますが、先ほ

どからも御紹介しているように、議会側も美

幌町民のことを思いやったり、そういう中

で、手足が必要なのです、言葉は悪いけれど

も。そうなると、過去に美幌町が災害時にお

ける、動員という意味でも、ちょっと考え方

が、昨今の考え方は議会側も変わってきてい

ますので、そういう面でも、動員のあり方に

ついてはお互いに工夫しませんかと。私ども

の二元代表制ということで、選ぶというので

はないのです。情報収集もあります。議員同

士の連絡関係もあります。そういう意味で

は、動員のあり方というのは、大きい意味で

は行政職員でありますけれども、別な役目も

担わなければいけない部分が近い将来あるか

もしれませんので、それはそのときに御英断

をいただきたいということを申し上げて、次

の話題に変わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、議員から何点か

お話がありましたけれども、私も本部をつく

る、そして、そこに集まってきた情報をどう

いうふうに災害対策本部のそれぞれの部署に

伝えるかというのは、極めて今回、ちょっと
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反省すべき点が多かったなと思っています。

それは、場所の問題もそうですし、混乱をし

ている中でどういうふうに伝えるかというこ

とが、全部ができなかったわけではなくて、

ちょっとまずい面もあったなという反省があ

ります。この点については、議員と同じよう

な感想を持っているところであります。

それから、避難勧告を出したから従うか、

出さなかったから従わないのかというような

話があって、犯人捜しみたいな話があった。

多分、伊豆大島のお話だと思いますけれど

も、先ほど内閣特命大臣のお話もさせていた

だきましたけれども、空振りでもいいという

ようなことで、我々は全力を尽くすというこ

とを引き続きやっていきたいと思います。

ただ、一方で、人間の心理で、実は韓国の

テグという市で、地下鉄に放火して二十数名

が亡くなったという事件がありました。これ

は、まさにテレビ放映もされましたけれど

も、煙が車両いっぱいになってきているの

に、十数人乗っていた方が誰も動かないとい

うようなことがあるそうです。それは、言葉

で言うと正常化の偏見という言葉があるそう

です。これは、人間の心理だそうです。

それは何かというと、自分に都合の悪いこ

とだとか、そういった情報は全く無視する

し、過小評価をするという人間の特性に基づ

いているということでもあるようであります

から、そこをやはり我々は打ち破っていかな

ければいけないと思っていますので、引き続

き、最悪の場合を想定して、空振りでもいい

というつもりで、避難勧告あるいは対策本部

の設置をしていきたい。

それから、全員招集のお話もありましたけ

れども、３６５日のうち１カ月もあるわけで

もありませんので、町民の皆さんの命と財産

を守るためには、２日、３日、４日、職員が

寝ずに働いたっていいのではないですか。そ

れが議員がおっしゃる最初の聖徳太子の話で

はないですか。だから、そこは一踏ん張り、

多分、職員も聞いていると思いますけれど

も、我々、町民の皆さんをどう守るか、安

心・安全な町をつくるかということは、我々

が先頭に立っていかなければいけない。

ですから、一部言われているように、全員

招集しなくてもいいのではないかと。だけれ

ども、待機だって災害対策本部の一つの、何

があるかわからないのですから、対策本部の

本部長の私の指示も悪かったかもしれません

けれども、本部としての決定も悪かったかも

しれません。ただ、職員はそれぐらいの気持

ちで今後も災害対応にしっかりと当たる気構

えだけはしていただきたいと、そのように思

います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 次に移ります。

町長、ここにあなたが２期目、決してこれ

は議論するつもりはございません。１期目の

「土谷耕治はお約束します」はこうなりまし

たという御報告という意味でちょっと使わさ

せて、大したものだなと。水道未普及地域も

熱き思いで道をねじ伏せ、御理解をいただい

て立派に水道を引っ張られた。地域サポート

制、これは嫌味ではないですよ。先ほどのよ

うに地域に入り込んで、しなければいけない

ということも成し遂げて、保健、医療、福祉

のネットワークも、それなりに私は評価して

いるつもりであります。

ただ、一つ、二つ、きのうの中嶋議員の思

いに対してという意味では、あなたが反省点

ということも含めて述べていることと、私は

中嶋議員がおっしゃることが、あなたの約束

からいったら、まともなことをお聞きになっ

ている。こう言っているのです。一例。産婦

人科の不在状況が続いているが、固定医の確

保に努めていると。そういうところを抜かし

たら、あと成し遂げるのは、パークについて

も、当初、基金を積み上げる。やっていま

す。反対する議員もいる中で、きっぱり町長

の思いが伝わってきます。あえて言えば、あ

と二つ、そこ、町長職というのはつらいもの

です。ちゃんと町民に訴えて立候補したとい

うのは、これが私のまちづくりだという思い
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で訴えてきているのです。

そこで、本題を戻します。パークでありま

す。

私の一般質問、２年前にさせていただいて

います。そのときに、平成２４年度に、簡単

に言えば検討委員会、実は、できたのは１年

後の平成２５年４月１日。多少の日にちの違

いがあったらお許しください。そして、その

検討委員会が８月の末日に町長に報告してい

るということも耳にしているところでありま

す。

そうなったら、職員としては、町長に命ぜ

られたことはやってきたなと。残るは町長そ

のものの判断だと私は思っているところであ

ります。

今回の答弁、いましばらくお時間をいただ

きたい。言葉はわかるのです。ここに対して

は、要旨の１、２、３がつながっていきます

ので御理解ください。まさしく僕は、要旨の

３で言っている、そのぐらいの思いがあった

らやっぱり、当初予算を打つべきだと言った

ら、これは文句ではないです。答弁は、町民

の皆さんの説明と御理解、議会にもそうだと

書いてあるのです。

そうだったら、今まで、あともう一歩踏み

出すスピード感。新鞍議員の質問に、行政は

スピード感がなければだめですよというの

は、町長みずからも使われている言葉なので

す。先ほど新鞍議員の質問、テープおこしを

すれば、その言葉を使っているのは間違いな

いです。

町長も、行政というのはスピード感がなけ

ればだめだという思いの中で、私の捉え方

は、２年前の一般質問も含めながら、私の夢

ばかりではなくて町民の夢という定義づけの

中で、先日、こういう講演がびほーるであり

ました。その講師が夢という定義を言いまし

た。その講師が言わんとしていることは、こ

ういう内容だったと思っています。

アメリカの子供たちに、夢とはどういう内

容のことですか。それは、努力すれば実現す

ることを夢と語るそうです、その講師のお話

によると。一方、日本人という言葉を使われ

たと思いますが、泡のごとく崩れ去るのが夢

という言葉を使われました。

話はごちゃごちゃになりましたが、私は、

町長は、今までの実績の御紹介も含めて、努

力すればできるというのを身をもって証明さ

れていると思っていますので、なぜ検討委員

会のあれも受けながら、その裏で、私なり

に、例えば土地の話で言えば、地主さんに裏

交渉しているのだ。実際は、吉住が知らない

だけで、もう交渉事はやっているのですよと

か、議会で、例えば議長に対して、副議長に

対して耳元で、俺はここまで考えているの

だ、やりたいのだというのだったら私も理解

ができる。そういう動きもなくして、これ

は、町長があと一歩、あえて言えば夢の実

現、町民の夢でありますと町長が定義づけさ

れている。このことについて、スピード感が

ないという観点でお聞かせ願いたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） いつもこのように一

般質問を通じて後押しをしていただいてい

る、背中を押していただいている。感謝を申

し上げたいと思いますので、私も胸の内を含

めて答弁をさせていただきたいと思いますけ

れども、今回、検討委員会を役場内につくり

ました。それで、職員には横断的にさまざま

な検討をしていただきました。このことにつ

いては本当に感謝を申し上げたいなと思いま

す。

それで、１２カ所ほどリストアップをして

いただいて、その中での課題だとか問題点、

これを出していただき、出そろったと。そし

て、その後、私が細部にわたっていろいろや

りとりもしていますので、若干時間がかかっ

ていますけれども、町長が判断する材料とし

ては与えられたということで、私の最終的判

断だというのは議員おっしゃるとおりだと思

います。

それで、心の中で葛藤がないと言うと、う

そになりますので、非常な葛藤も含めて、自
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分の気持ちを整理しながら場所を決めなけれ

ばいけないということであります。

それで、１２カ所の課題の中ではかなり厳

しい法的な要件もある場所もあります。法的

に非常に難しい、時間がかかるというような

こともあります。それと、この後出てくるの

でしょうけれども、農業委員会の建議書の中

で優良農地を確保せよというようなことで、

私は、基幹産業は農業だということで、ここ

で守り育てて、しっかり恵みをいただこう、

富をここからいただこうというようなことを

随分町民の皆さんに言ってきたので、この建

議書の内容も、やはり重く受けとめなければ

いけないというようなことで、非常なる今、

葛藤をしているということなので、もうしば

らくの時間をいただきたいという思いを答弁

の１回目にさせていただきました。

決して、私は夢を実現するのが私の役割だ

と思っていますので、いましばらく時間をい

ただければと、心の葛藤が解ければ、一気

に、１年５カ月しか残りはありませんけれど

も、着手まで何とかして努力をしてまいりた

いと、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ただ、私はこう質

問しておりますが、これは、選挙戦、町長職

という意味の、立候補に、私は町民に約束し

たという思いで、それは私個人の判断とは違

う場面があったにせよ、町民の約束事の推進

ということで聞いているという観点で捉えて

おいていただきたいし、決して後押しという

ことは、私の言葉から言ったことはありませ

んので、御理解いただきたいと思います。

今、たまたま町長から農業委員会の絡み、

建議書の話も出ました。残り時間は短いので

ございます。会長に再度お聞かせ願いたいと

思いますが、私のつたない調べでは、農地に

もいろいろな手順があります。そういう面

で、開発行為における免責等から見たら、直

接的な、先ほど質問に対して答えていただい

ておりますけれども、これは大臣許可、面積

から言ってです。４町を超えた場合、道を経

由するのでしょうけれども、直接的には美幌

町農業委員会は経由しないと。もし間違って

いれば御指摘いただいて結構であります。そ

ういう観点で出た場合、農業委員会という立

場ばかりではなくて、農業者という意味で

は、これが出た場合です、どういうお考えを

示されるのか、参考までにお聞かせ願いたい

と存じます。

○議長（古舘繁夫君） 農業委員会会長。

○農業委員会会長（鈴木幸往君） 吉住議員

の今の御質問でありますけれども、農業委員

会会長といたしましては、先ほど答弁した内

容でございます。

また、その後のことにつきましては、今、

私としては、ちょっと、答弁ができないかと

思いますので、御理解を願いたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） そのとおりだと私

も思うところがあります。

ただ、これがパークだからだめなのか、例

えば農地において、同じ公共施設としても、

病院を建て直すから農地はどうなのだという

場面もあろうかと思いますので、そこら辺

も、単なる農地だからだめなのか、その内容

も含めてだめなのかというのは、後日お聞か

せ願えるときがあったらよろしくお願いいた

します。

一般質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１０番吉住

博幸さんの一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

再開は、１時１５分といたします。

午前１１時５９分 休憩

────────────────

午後 １時１４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順により、発言を許します。
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２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、既に

通告しております２点につきまして、以下質

問をいたします。

一つは、国保基金の積極活用についてであ

ります。この点では２項目お聞きいたしま

す。

一つは、３億円を超過する基金残高でござ

います。過去３年間の基金残高への評価をま

ず伺います。

過去３年間の年度末基金残高は３億６,０

００万円程度と、過去１０年間では最高水準

を維持しています。年度末残高が３億６,０

００万円と多額になっていることについて、

どのように評価されているか伺います。

二つ目は、過去３年間の基金の活用実績に

ついて伺います。

この間、基金活用で各種がん検診受診者負

担金の引き下げなどに基金が充当されていま

すが、この間の基金の活用実績をお示しいた

だきたいと思います。

今後の基金活用策についてお伺いします。

保健事業への活用策についてであります。

町民の健診、疾病予防、健康づくりなどに

基金を積極活用されるべきと考えます。今後

の具体的な活用策についてお示しいただきた

いと思います。

この点の二つ目は、国保税引き下げへの活

用についてであります。

従来から市町村の国保基金積立額は国が指

針を示しておりまして、基金保有額について

は、過去３カ年間における保険給付費の平均

年額の５％以上に相当する額を積み立てるこ

と。厚労省の担当課長通知であります。

この基準によりますと、美幌町の基金積立

額は、過去３カ年間の保険給付費の平均年額

の１５％を超えるかなというふうに思います

が、国の指針の３倍にも上る額であり、平成

２９年度までに市町村国保が都道府県に移管

される、そういう予定となっておりまして、

北海道に運営が移管されると、当町もそうい

う状況でありますが、その状況も鑑みて、来

年度以降、国保税の引き下げに活用すべきと

考えるのでありますが、いかがでしょうか。

大きな二つ目は、消費税引き上げへの対応

についてであります。

一つは、３％の消費税が５％へと引き上げ

られた過去の影響について伺います。

１点目は、町財政への影響についてであり

ます。

平成９年４月から消費税が３％から５％へ

と引き上げられたことで、国の税収総額は、

確かに消費税増税分は５兆円ふえました。し

かし、伸びつつあった景気を一気に冷やすと

いうことで、所得税、法人税などの税収が

減ったということで、単年度収支は御承知の

とおり大きく落ち込んでおりまして、消費税

とその他の税収の増減を差し引きますと、年

間１４兆円も減収となっているわけでありま

す。

美幌町では、消費税率引き上げによる地方

消費税交付金は増額となりましたが、不景気

を反映した個人町民税、法人町民税の減収を

合計いたしますと、一体、平成２４年度決算

対比でどのように一般会計に反映しています

か、伺います。

２項目めは、町立病院会計への影響額につ

いてお示しいただきたいと思います。

診療報酬への消費税転嫁はできません。し

たがって、病院会計では消費税は損税となっ

ています。町立病院会計での消費税の影響額

をお示しいただきたいと思います。

２項目めは、消費税、来年４月から８％に

なると、これへの対応であります。

消費税８％での町財政への影響について伺

います。

地方消費税交付金の増額の見込み、その

他、個人町民税、法人町民税への影響額など

をどのように推計されていますか、伺いま

す。

また、町立病院会計への影響額もあわせて

お示しいただきたいと思います。

２項目めは、来年４月に８％に引き上げる

ということに対して、美幌町内の各界でも困
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ると、大変だという声が出ておりますが、町

の財政をあずかる町長として、美幌町として

も反対すべきというふうに考えますが、町長

のお考えをお伺いいたします。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、国保基金の積極活用についてであ

りますが、３億円を超過する基金残高につい

て、過去３年間の基金残高への評価はについ

てでありますが、基金について、決算状況か

ら見ますと、繰入金の中で国民健康保険基金

繰入金として区分され、充当をしておりま

す。

この国民健康保険基金繰入金について、平

成２４年度当初予算では１億７０５万３,０

００円を計上しておりましたが、国民健康保

険税の収納率の伸び及び制度を最大限活用し

た結果、特別調整交付金の交付決定などによ

り、基金を取り崩すことなく、決算額として

は繰り入れを行っていない状況にあります。

国保特別会計では、保険給付に要する費用

に不足が生じている状況にはなく、保健事業

に要する費用についても充足した予算編成が

なされているものと考えております。

また、国保財政基盤の安定・強化の観点か

ら、基金として積み立てられており、国保事

業の健全な運営が確保、維持されているもの

と認識しております。

次に、過去３カ年の基金の活用実績につい

てでありますが、各年度とも当初予算の計上

時には保険給付費や特定検診などの保健事業

に充当しており、平成２４年度においては、

国保病院の診療用医療機器でありますマンモ

グラフィー購入の際の国保加入者相当分とし

て一部充当しておりましたが、国民健康保険

税や特別調整交付金の財源確保により、基金

の取り崩しを行っていない状況となっており

ます。

次に、今後の基金活用策についてでありま

す。

保健事業への活用策についてであります

が、町民の健診、疾病予防、健康づくり等に

基金を活用することは、必要と認められた場

合において可能と考えており、がん検診、脳

ドック、個別予防接種、エキノコックス症検

査の保健事業などへ充当しております。

今後においても、基金の積極的な活用を

図ってまいりたいと考えております。

次に、国保税引き下げの活用についてであ

りますが、元来、基金は、景気低迷や災害発

生による保険料・税の大幅な減収や高額医療

費の大幅な増嵩などの保険財政への影響など

を調整し、国保事業の健全な運営を確保する

などの目的で積み立てられております。

また、国では基金の取り崩しに対し、留意

事項として、将来への明確な財政見通しがな

いまま保険料・税の引き下げ、給付率の拡充

など、地方単独事業の経費に充てるため基金

の取り崩しを行うことは国保財政運営上適切

ではないとしております。

国での社会保障制度と税の一体改革におい

て、国保の財政運営を初めとして、平成２９

年までに運営主体である保険者を都道府県が

担うこととなっており、被用者保険間の後期

高齢者支援金への全面総報酬制割の導入で生

じる財源活用を初めとして、国保の構造的な

問題の具体的な解決策が示されていない状況

にあり、加えて都道府県と市町村との役割分

担、国保の制度運営やその体制についても明

確になっていない状況にあります。

国民皆保険を実現した昭和３６年度の新国

保法で保険者は市町村とされてから約半世

紀、多くの改正を重ねてきた国保制度が、保

険者の変更という医療保険制度の最大規模の

変革を迎えようとしております。

このような状況の中、国保事業の健全な運

営、安定した財源の確保を維持していくこと

が必要であり、国民健康保険基金の運用につ

いては慎重にならざるを得ないと考えてお

り、今後とも国保加入者の健診、疾病予防、

健康づくりなどを有効に活用してまいります

ので、御理解をいただき、現時点では、来年
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度以降、国保税の引き下げに基金を活用する

ことは考えておりません。

次に、消費税引き上げへの対応について、

３％から５％へと引き上げられた過去の影響

についてでありますが、町財政への影響につ

いて、消費税率が５％に引き上げられた際と

平成２４年度決算の対比についてであります

が、地方消費税交付金は平成９年度に創設さ

れたため、精算時期の都合から、同年度は

５,７９２万９,０００円であり、この年以降

の決算額を大きく下回っており、比較対象と

しては適切ではないことから、平成１０年度

決算の数値を用いることとして、地方消費税

交付金２億５,４９６万３,０００円と個人町

民税７億４,９２３万８,０００円、法人町民

税１億９,８２３万円の合計１２億２４３万

１,０００円に対し、平成２４年度では、地

方消費税交付金２億１,０００万４,０００円

と個人町民税８億４,９１１万１,０００円、

法人町民税１億７,２０３万７,０００円の合

計は、１２億３,１１５万２,０００円と、対

比では２,８７２万１,０００円の増でありま

す。

ただし、個人町民税は、平成１９年度の所

得税と住民税の税源移譲により、税率が平均

４.５％から６％へ変更されていることから

増額となっておりますが、総所得は落ち込ん

でおり、税源移譲分を除くと減収となってい

ることが推測されます。

さらに、税源移譲の影響がない地方消費税

交付金、法人町民税につきましても、平成２

０年度のリーマンショックの影響に端を発し

て、長引く景気の低迷や消費の冷え込みな

ど、さまざまな要因により、平成１０年度と

比較して、合計で７,０５５万６,０００円の

減収となっております。

医療機関における消費税は、医薬品や医療

機器購入の際に消費税を負担しております

が、収入の大部分である診療報酬が非課税の

ため、消費税を転嫁できないことから、支

払った消費税のうち非課税収入見合い額は、

医療機関が最終消費者とみなされ、消費税の

計算上、控除対象外消費税、損税として医療

機関が負担することとなっております。

平成９年４月に消費税が３％から５％に引

き上げられたことによる影響額を平成８年度

決算額をもとに試算いたしますと、借受消費

税１１７万７,０００円、仮払消費税１,３４

９万７,０００円、支払消費税４７万１,００

０円がそれぞれ増額となり、病院事業が負担

する控除対象外消費税も１,２７８万２,００

０円の増となっております。

次に、消費税８％への増税対応についてで

あります。

平成２５年８月８日に閣議決定された国の

中期財政計画において、平成２６年度の地方

の一般財源総額は平成２５年度の地方財政計

画の水準を下回らないよう確保するとされて

おり、地方消費税交付金についても、地方消

費税が現行の１％から１.７％と配分が増額

されることに伴い、本年１１月に策定した美

幌町中期財政試算でも７０％増、１億４,５

００万円増の３億５,０００万円を、一方、

個人・法人町民税では、消費税引き上げに伴

う消費の冷え込みと景気の後退による経済活

動の停滞から、１.３％の減、１,３００万円

減の１０億８００万円を試算しております。

次に、病院事業会計への影響であります

が、平成２６年４月の消費税引き上げによる

影響額を平成２４年度決算額をもとに試算し

ますと、借受消費税２１０万６,０００円、

借払消費税１,７７９万８,０００円、支払消

費税１１３万６,０００円がそれぞれ増額と

なり、控除対象外消費税も１,６９９万７,０

００円の増額となる見込みであります。

このことを踏まえて、一般会計からの病院

事業会計への負担金、補助金、出資金のいず

れにおきましても増税が影響される経費の増

額は避けられないものであり、今後の予算編

成過程の中で、それぞれの経費について精査

する考えであります。

来年４月に８％に引き上げに対しての町長

としての考えでありますが、国は、国、地方

を通じた社会保障の安定財源の確保と財政健
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全化の同時達成を目指す第一歩として、消費

税率等を５％から１０％に段階的に引き上げ

るとしています。

しかし、アベノミクスなど国の経済対策の

本町への反映は、もうしばらくの時間を要す

ることが見込まれる中で、厳しい地方の実情

に応じた景気対策の強化、中でも低所得者へ

の対策が急務であることから、住民の皆さん

の暮らしを守るためにも、国の責任において

これらが実現されるよう、あらゆる機会を通

じて関係機関とともに要望していきたいと考

えております。

以上、御答弁を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 再質問をさせていた

だきます。

一つは、国保基金のこれまで３億円を超過

する基金残高についての評価でありますが、

手元に国保基金残高の推移を見ております

が、質問原稿を書いた時点では３年間だなと

思っていたのですが、実際は４年間、約３億

６,０００万円に近い状況が続いておりま

す。

５年前、２億９,７９０万円ぐらいあった

のですが、平成２１年度から約３億５,９０

０万円、平成２２年度は３億６,０００万

円、平成２３年度は３億６,０００万円、平

成２４年度は３億６,０００万円ということ

で、年度末残高が３億６,０００万円前後と

いう高どまりをしているという状況でありま

す。

それで、国保の歳入歳出の差引額の推移も

当然その裏側にあるわけですが、高どまりし

ている原因としては、翌年度への繰越金が

年々ふえております。平成２０年度６,３０

０万円、平成２１年度７,７９０万円、平成

２２年度９,４８６万円、平成２３年度１億

７００万円、平成２４年度１億５,０００万

円ということで、基金が減りようがないなと

いうように思っています。これは、答弁の中

で国保事業の健全な運営が確保、維持されて

いるというのは、保険者としては確かにそう

かもしれませんが、ここまでの基金が必要な

のかというふうに私は疑問に感じておりま

す。

それで、第１回の御答弁で、しばらくこの

ような状況が続くというふうな全体の御答弁

でありましたので、非常に残念だなと思って

います。

それで、最初にお聞きいたしますが、昨年

度決算の時点では３億６,０００万円の年度

末基金残高ですが、ことしの見込みは一体ど

のようになろうとしているか、まず事実関係

ですので、そこを聞かせていただきたいと思

います。いかがでしょうか。担当部長から御

答弁いただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今の御質問でご

ざいますけれども、当初予算額につきまし

て、繰越金ベースでいきますと２億１,１５

５万８,０００円でございましたが、１２月

補正時点で、繰越金の予定額につきましては

１億５,０００万円の予定でございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） お聞きしたかったの

は、繰り越しの見込み。そうしますと、今年

度末、来年の３月末日時点で基金が減少する

見込みはないように伺うのですが、そのよう

な認識でよろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 前年度繰越金で

賄えると予定しております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） そうしますと、平成

２５年度末、今年度末も３億６,０００万円

程度は基金を保有されるということになろう

かと思います。

それで、美幌町が積み立てている基金が全

道各市町村と比べてどの程度のものかという

ことを担当から資料をいただいていますが、

決して低いものではないというように思いま

す。

それで、ちなみに、札幌、旭川などを含め
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て、全道で基金積立額が高い順からいったら

美幌町は何番目ぐらいに位置するか。あるい

は、世帯当たりでも結構です。被保険者でも

結構ですが、１人頭にいたしますと、どのぐ

らいの金額になっているというふうに押さえ

ておられますでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 道内の順位から

いきますと、上から２５番目でございます。

調定額につきましては、１１万４,７９０円

という数字でございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私のほうが時間があ

りましたので調べてみました。全道１５７保

険者の中で一番保有しているのは旭川市で２

５億７,０００万円、次いで札幌市２３億

円、釧路市、中標津町、美幌町ということ

で、全道５番目に位置します。これは見かけ

です。しかし、札幌や旭川は世帯数が莫大に

大きいということで、ちなみに旭川で言え

ば、世帯で言えば、１世帯当たり基金保有額

は４万４,８１４円、平成２３年度の多分一

番新しいデータなのだろうと思うのです。

したがって、上位が全部いなくなりまし

て、しかし、私、トップ１０まで調べました

ので、下位の栗山町、３億２３５万３,００

０円。世帯数が小さいので、１世帯当たりは

ここがどうやらトップで、１世帯当たり１３

万１,７４４円の基金額となっています。続

いて美幌町です。１５７保険者の中で第２位

です。３,５４５世帯で割りますと、１０万

１,６４７円ということで、第２位となって

いるわけであります。

ちなみに、基金保有のゼロという保険者は

４１団体あります。５,０００万円以下とい

うのは１０１団体あります。だから、基金を

持っているのは当たり前だ、あるいは一定の

金額を積み立てているのは当たり前なのだで

はないというふうに思います。

ちなみに、１億円以下の積み立ては１２７

団体なので、約５割が、大都市も含めまして

そういう状況で、３億６,０００万円、国の

指針から言えば、３カ年の平均の５％程度と

いうものに対して３倍持っているということ

は、私は全道各事業者と肩を並べて平均的な

レベルだというふうにはならないというふう

に思っております。それで何かしなければい

けないなというように思っているわけです。

今年度の年度末残額も同じ水準になりそう

だということで、もう一つお聞きします。基

金はどこから来たかということです。多分、

全額が国保税から由来しているのではないか

と思いますが、いかがでしょう。美幌町の国

保会計に対する一般会計、繰り入れはありま

すが、法定の繰り入れであって、政策的に国

保税引き下げのために法定外の繰り入れは一

切行われていない。したがって、基金が出る

とすれば、それは国保税に由来するというふ

うに考えていいと思うのですが、いかがで

しょう。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） その中には、例

えば特別調整交付金というものがございまし

て、財政負担だとか国保税以外に国から交付

されるものがございますので、その額も、平

成２０年から平成２４年までを積算します

と、特別調整交付金という形で来ますけれど

も、これが２億８,３００万円ほどございま

す。ですから、保険税以外にも特別調整交付

金という形で国から交付金があるということ

でございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 法律で定められた繰

入金があることは承知をしています。これは

どこの保険者も同じです。しかし、幾つかの

保険者は、高くなり過ぎるので、一般会計か

ら国保税引き下げを目的として繰り入れると

いうことを行っていますが、美幌町はそうい

うことはしていない。全部法で定められた繰

入金の範囲だということになると、これは、

本来、国保税が高いとなりますと、そのため

に充当しても、どこからもクレームがつかな

いと、そういう性格のものではないかと思う

のですが、いかがでしょうか。
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○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） おっしゃること、そ

のとおりだと思います。

そのような中で、基金のありようというよ

うなことで保険課長の通達がありまして、５

％以上というような表現になって、私も

ちょっと、これ、随分気にかけて、やはり国

保税を下げるというところではなくて、これ

だけ地域医療が充実しているし、また、３次

医療にも非常に近いということで、高度医療

も受けられるというような状況がこの町には

ありますので、例えば心臓であるとか脳であ

るとか疾患で高額な医療費が出たときの対応

も含めて、基金を何とか積まさせていただき

たいということは前からの答弁で申し上げて

いるところでありますけれども、さらに、や

はり今後については、この使い道もしっかり

していかなければいけないと思っておりま

す。

私も、データ的にちょっと、分析しない

で、美幌が全道の位置づけの中でその位置づ

けにあるというようなことはちょっと知り得

ないことで、本当に申しわけないと思いま

す。改めて、この基金のあり方については、

税を下げるというような大江議員の主張もあ

りますけれども、私は今まで、それでは

ちょっと違うのですという答弁をしてきたの

ですけれども、それにしても、繰越金を含め

ると、かなりな額になっているということの

認識は一つなので、これをどうするかという

ことについては、例えば税を下げるというこ

とで、一過性で下げる、一、二年はもって、

またいろいろな高度医療の受診者が出てき

て、高額なものが出てくると、また料金の値

上げみたいなことにならないような、そうい

う先の見通しも立てながら取り組まなければ

いけないと思っていますので、そのような考

え方でありますので、よろしくお願いをいた

したいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） これまでの質疑の中

で、国保基金は国の指針の大体３倍程度で、

今年度末もおよそそういう状況になる見込み

だなというようにまず押さえます。

それで、次に移りたいと思うのですが、私

も、もらい過ぎたから返すというのは、

ちょっと短絡的だと思っています。そこで、

この基金は積極的に、国保会計のためだけで

はなくて、町民の健康保持のために活用すべ

きだというように考えます。

それで、国保の１人当たりの医療費の、こ

の間の伸びも見てみました。そうしますと、

これは、データは平成２１年度からいただい

ているのですが、美幌町の平成２１年度の療

養諸費は、１人当たり３３万５,５５５円か

ら始まりまして、翌年、平成２２年度３５万

９,６０９円、平成２３年度３６万２００

円、昨年、平成２４年度３７万２,４６４円

ということで、この間、残念ながら右肩上が

りです。１人当たりです。

美幌町の４年間での伸び率を見ますと、１

人頭３万６,９０９円ということで、１０.８

７％伸びているということですから、ここに

メスを入れない限りは安心できないという状

況にあります。

そこで、時間の関係もありますから申し上

げますが、全道平均と比べてみましたら、

年々美幌町の療養諸費は上がっています。幅

が拡大しています。平成２１年度で１,１８

１円だったのが平成２２年度７,７２４円、

平成２３年度１万１,２４０円、平成２４年

度１万８,７６７円ということで、全道との

格差は広がるばかりという状況なので伺いた

いと思います。

保険事業に対して、これはいの一番に充当

すべきではないかというふうに思うのです

が、その点で、最初の御答弁でもっと積極的

に数字を出していただければいいのになと思

いながら聞いていたのですが、この間、各種

がん検診などに対して、国保事業としてやっ

ていますよね。相当受診者の負担は減ってい

るのですが、まだ、ことしの春の予算で出し

ていただいた資料を見ますと、自己負担分と

いうのが一定額あります。
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それで、がん検診の自己負担だとか特定健

診の自己負担、脳ドックの自己負担などを全

部例えば町が持ったとして、一体どれぐらい

になりますか。本人負担がゼロであれば、有

料よりは絶対健診の受診率も上がるし、各種

がん検診も積極的に受けていただける、そう

いう環境が整うなというふうに思うのです

が、１,０００万円もいかないのではないか

というように思うのですが、いかがでしょ

う。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 国保分の自己負

担額を計算しますと、２６０万円ほどになり

ます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） がん検診の自己負担

が１５０万円で、総額、国保で負担すべき。

特定健診の負担金が９万２,０００円など、

脳ドックが別に九十何万円かあるようです

が、二百四、五十万円ぐらいです。

ですから、基金で保有して活用していない

ということであれば、先ほども申し上げたの

ですけれども、１人当たりの医療関係費、そ

れが右肩上がりであって、平成２４年度の全

道の順位は１５７団体中４８位と高いところ

にあって、年々どうやら上がっていっている

という状況から見れば、加入者からも喜ばれ

て、あるいはため過ぎですよと言われない措

置として、各種健診などについて、使ったと

しても、たかだか３００万円に行かないとい

うことで、これはぜひ踏み込むべきではない

かと思うのですが、町長、いかがでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これもまたちょっと

びっくりするのですけれども、大江議員とい

ろいろ話す中で、国保の基金の使い道、むし

ろ私ども、新たな方策として健康づくりに使

うべきではないかというようなお話をいただ

いて、実は当初予算で組むのですけれども、

結果的に繰り越しが出るということは、基金

のほうからおろさなくて済んでしまうという

ような状況になって、また基金に積み立てな

ければいけないというようなことで、非常

に、我々がやろうとすると、そういう結果が

出るというようなことで、そして、２回目の

質問のときに、これは税から出るものではな

いかというようなお話があったのですけれど

も、ただ、我々は直診病院を持っていますの

で、直診病院は今、国保病院ですけれども、

ちょうど医療機器の更新時期に来ています。

それで、平成２２年から始まっていると思

いますけれども、総額で８億７,０００万円

ということでありますので、これに何とか充

てられないかという思いをしております。そ

れで、充てる方法をどうするかということ

が、一つこれまたあります。

それで、当初予算で基金の充当をするとい

うときに、国保が美幌町民の全部であればい

いのですけれども、そうではないので、それ

を考えますと、人口で言うところの、美幌町

の全人口に対して国保の加入者の割合で約３

割だろうということで、３割ほど当初予算で

基金から入れているのですけれども、これも

ちょっと少ないような気がしておりますの

で、例えば世帯数にすると、もうちょっと大

きな金額が医療機器に使える、あるいは健康

づくりに使えるということで、比率が上がる

ので大きく使えるということなので、なかな

か、担当のほうが渋る部分はあるのですけれ

ども、さらに強く、基金の活用については今

後とも、私も強く指示をしていきたいと、そ

のように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 時間との関係もあり

ますので、なるべく簡潔にしたいと思いま

す。

そこで、ぜひ、ベースは町民の健康づくり

ということにしっかり目を据えて、１人当た

りの医療費を削減していくと。ひいては、こ

れは国保会計上は必ずプラスになっていきま

すので、やっていただきたいということで

す。

先ほど申し上げました２６０万円程度で全

ての健診、がん検診なども含めてゼロ円で見
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ていただくことができるというのであれば、

直ちにそういう措置をとっていただければと

いうふうに一つは思います。

それにしても、１億２,０００万円ぐらい

で基金保有が国の指導の積立額。そうする

と、２億４,０００万円ぐらいまだ余裕があ

るということで、国保病院の医療機器という

のもそういう一つの方策なのかもしれません

が、私は二つ目で申し上げたいと思うのです

が、美幌町の国保税は決して安くないと。先

ほど別なときに御答弁いただいたのですが、

平成２３年度の資料で見ますと、美幌町の１

人当たり調定額は１１万４,７９０円という

ことで、１５７団体中２５番目ですから相当

高いと。

ちなみに、１５７団体の平均で言いますと

９万２,７１７円なので、平均よりも１人頭

２万２,０７３円高い国保税を払っておられ

るということなのです。ここに私は、ぜひ町

長、痛みを分かち合っていただければと思う

のです。支払う側は痛い思いをしています。

一方で、基金という形で国の指導の３倍保有

されているということを考えたら、これは、

そちらにもしっかり目を向けていかないとい

けないのではないかと思うのですが、どうで

しょう。

ついでに申し上げます。私どもの党として

は、平成２９年度に国保の事業を都道府県に

移管するということについては賛成できない

と。多分、美幌町の国保も含めて、地方はど

んと上がるだろうと。大都市部は下がるだろ

うというふうに見ておりまして、それから、

細かい健康づくりなどについてはほとんどさ

れないだろうというように思いますので、町

民の財政の問題でも、あるいは健康づくりの

面でも、北海道に移管されるということは決

して賛成できないのだというように思うので

すが、万一、今のうちから考えて、完全に、

あと丸３年経過いたしますと道に移管される

ということです。

それで、各方に今問い合わせしているので

すけれども、市町村が保有している基金は一

体どうなると。吸い上げられるのかといいま

すと、多分そうはならないだろうと。だっ

て、ゼロのところもありますから。そうする

と、いずれにしても、丸３年後には何かしな

ければならないということになります。多

分、市町村で処分しなさいということになる

のだろうと。そこを今から見ますと、平成２

６年度、来年度以降丸３年度分しかないの

で、そこから手を打つ必要があると。一気に

全額とは申し上げませんが、やっぱり、１世

帯当たりで言えば１１万円ぐらいの余裕を

持っているというものを、保険税の引き下げ

のために使わざるを得ないのではないかとい

うように思いますが、どうでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １人当たりの調定額

１１万四千七百幾らでしたか、全道で２５番

目ということで、これは多分、平成２３年の

資料だと思いますけれども、最近ちょっと、

平成２４年のものを見ますと、３７番目まで

下がったと言ったらいいのでしょうか、余り

胸を張って言えるような数字ではないのです

けれども、たしか３７だったと思いますけれ

ども、１人当たりの調定額を見ると、町民の

皆さんに本当につらい思いをして納めていた

だいて、そして基金だけ残っていくというこ

とでは、やはり、これはなかなか町民の皆さ

んの理解もいただけないと思いますので、つ

らい思いをしてお支払いいただいたお金を、

やはり美幌の医療はよかった、健康づくりは

よかったというところにしっかり使えるよう

にしなければいけないと思っております。

あと、医療給付費等、基金の、どういうふ

うに見るかというところが非常に問題なの

で、国は５％以上と言っていますけれども、

それ以上の規定はないので、それぞれの地域

におけるいろいろな状況もあると思いますの

で、高度医療が使えるか使えないかによって

もちょっと違うと思いますので、ある面、

我々の地域は恵まれているということであり

ますので、その見合いをしっかりとりなが

ら、つらい思いをしてお支払いいただいた国
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保税を、本当によかったと思える納税に変え

ていけるような努力をしていかなければいけ

ないと、改めて思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） そこで、理事者席に

座っておられる役場の皆さんが払っておられ

る保険料は、多分、国民健康保険と比べる

と、半額かそれ以下ではないかと思っていま

す。

そこで、国保税なのですが、美幌町におけ

る所得階層別の加入状況というのは、所得１

００万円以下が実に半分以上ではないかと思

います。２００万円以下で６割を占めている

ということで、そういう方々がどれぐらい保

険税を払っているかといいますと、所得２０

０万円の世帯で試算をしてもらいましたら、

所得の１９.４５％、３８万９,０００円くら

いということで、これは標準世帯ですが、で

は、１００万円ではどうかと。１７万６,０

００円。所得に占める国保税の割合は１７.

６％と。では、所得ゼロなら幾らだと。年額

６万円です。ここにやっぱり大変な金額なの

だという痛みが数字にあらわれているという

ように思います。

圧倒的な方々が所得の低い方々と。しか

も、所得が高くなれば、限度額ということ

で、所得に応じて払わなくてもいいというふ

うになっていますので、当然、それ以下の方

にかかってくるというような形になっていま

す。

それで、あと丸３年を経過しますと、美幌

町から国保の事業が北海道に移管される。こ

のこともよく見ていただいて、最初の御答弁

でありました、来年度以降、国保税の引き下

げに基金を活用することは考えていないとい

うことで、ここはぜひ、来年度以降となれ

ば、全然、残る３年間は考えられないという

ことに直結するので、この部分については、

もう時間がありませんので、これ以上申し上

げられないということもありまして、ぜひ、

非常に高い国保税を払っている世帯の、しか

も払えない方々の負担は、まじめに払ってい

る人に結局はかかってくるわけなので、安く

することによって、結局は町全体では得をす

るということにつながると私は思うのです

が、そういう点で御検討の余地はなおありま

せんでしょうか。あるのでないかと期待をい

たしまして、お聞きいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、お話ありました

ように、階層別の課税状況で言うと、平成２

４年度の当初課税で言うと、所得のない方

が、やはり世帯数としては一番多い８００世

帯というようなこと、そして、そのほか３３

万円以下を合わせると１,１００ぐらいにな

ると。もう一つの固まりといいますか、それ

が１５０万円以下、２００万円以下が、９０

０ぐらいの世帯がいると。そして、あと、そ

の次が７００万円以上ということで、これ

は、今、大江議員おっしゃるように、所得の

最大限、今、６３万円でしたか、以上は納税

されないというようなことで、そういうこと

も認識しながら、この基金のあり方をどうす

るかということについては、あり方を含めて

検討してみたいと思います。

ただ、今、直ちにこの場で国保税の値下げ

まで表現できるかどうかはちょっと勘弁して

いただいて、何より使うということを、先ほ

ども答弁させていただきましたけれども、つ

らい思いで納めていただいている方によかっ

たと思っていただけるような、そのような使

い道も、せっかくお預かりした税であります

ので、そういう気持ちになれるような使い道

を検討、研究してまいりたいと、そのように

思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） あと３分ぐらいしか

ありませんので、ぜひ美幌町及び美幌町民の

積極的評価をいただける御検討をこの点につ

いてはお願いして、消費税の部分について残

り時間を割きたいと思います。

第１回目の答弁で、見かけの上では税収増

だけれども、平成１９年度の個人町民税の税

率の改定で、私の試算でも２５％ぐらい税収
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がアップしているということで、１億１,０

００万円かそこらは、制度が変わったので美

幌町の税収はふえました。

それで、私は、平成９年対比では全国でも

幾つかの主な町でも税収減だということが言

われているので、それを追跡した後やったの

ですが、地方消費税交付金がまだ精算されな

いということで、平成９年度決算では５,７

９２万９,０００円ということで、平準化さ

れれば２億円を超える消費税交付金が４分の

１ぐらいしか来ていないので参考にならな

い。

それで、平成８年も見てみました。消費税

３％の時代。これは、消費譲与税ということ

で約１億２,０００万円入っています。１億

２,０００万円だとしても１億円ぐらいは、

５％よりは下がっていますが、その時点で個

人町民税、法人税、合わせていきますと１１

億八千二百九十何万円ということでありまし

て、平成２４年度決算の個人町民税を修正し

たものでいきますと１１億１,２００万円で

すから、平成２４年度のほうが明らかに税収

総額は下がっているということになります。

それに地方交付税や国、道の支出金の減も合

わせますと、相当ダメージが来ているという

のが実態です。

そういう点で、国保病院の損税も含めます

と、明らかに美幌町としてはマイナスの影響

を受けているということをぜひ改めて認識し

ていただいて、私、商店街なんかを歩きます

と、今の５％なら何とか転嫁しないで自腹を

切っているのだと。だけれども、８％だ、１

０％だとなったら、店を畳まなければならな

いと。それを議員はわかっているのかという

ようなことを本当に厳しく問いただされま

す。

したがって、町にとっても大変だというよ

うな状況を、美幌町の試算では、まだ億単位

になっていないのですが、帯広市で見ます

と、詳細は言いませんが、単年度１５億円ぐ

らい税収が減っているということで、大変危

機感を持っておられます。いずれどこの町も

同じような状況に、消費が冷え込めば、もう

大変です。ＧＤＰの６割が個人消費で占めら

れている以上、個人消費を冷やす施策がとら

れれば、税は減っていきます。そういう意味

で、ぜひ、だめだよという声を、町を先頭

に、ぜひ上げていただければ、まだ実施まで

には時間があるというようなこともあります

ので、そこをお聞きいたして、最後にしたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長、時間がありま

せんので、手短にお願いします。

○町長（土谷耕治君） 美幌町からというこ

とでありますけれども、地方６団体は、今回

の法案成立を評価すると言っております。た

だ、所得環境が非常に悪い中、消費税だけ上

げるというわけにもいかないと思います。

また、国も今回５兆５千億円の予算を上げ

るということでありますから、それらに期待

をして、推移を見守りたいと、そのように

思っております。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、２番大江道

男さんの一般質問を終わります。

これで、一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は、２時３０分といたします。

午後 ２時１７分 休憩

────────────────

午後 ２時２９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 報告第１４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 報告第１

４号総務文教厚生常任委員会事務調査結果報

告についてを議題とします。

職員に報告書の調査の結果についてのみ朗

読させます。

○事務局（猪本 郁君） ３、調査の結果。

平成２０年度から糖尿病等の生活習慣病に

着目した特定健康診査、特定保健指導が実施

され、美幌町の国民健康保険加入者の健康寿

命の延伸などにより、医療費適正化を目指し
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てきた。

これまでの特定健康診査の受診率は、第２

期美幌町国民健康保険特定健康診査等実施計

画で、平成２９年度までの目標６０％に対し

平成２２年度２２.７％の受診率を、平成２

３年度及び平成２４年度において３０.３％

と、一定程度引き上げているが、目標達成に

はほど遠く、一層の行政の取り組みの強化が

求められている。

また、町民の健康づくりの推進のため、平

成１５年度に設置された美幌町ヘルスリー

ダー制度は、食を通しての健康づくりを目的

としているが、地域コミュニティ側から行政

を後押しする体制も求められている。

こうした中、来年４月から北海道国民健康

保険団体連合会のＫＤＢ国保データベースシ

ステムが本格的に導入され、美幌町民一人一

人の医療や介護保険等の健康に関する情報及

び毎年度実施される特定健康診査による健康

情報を町保健師が積極的に活用できる体制が

整うことから、町民一人一人の健康づくりを

全町的に推進することが可能になるので、特

定健康診査受診率を目標の６０％台に、いか

にして向上させるかが喫緊の課題である。

このような状況を踏まえ、本委員会では、

特定健康診査等受診率向上に対する取り組み

について、道内の先進地を視察、調査したの

で、その代表的な取り組みを紹介したい。

当別町。

人口１万７,６４２人（平成２５年１１月

末現在）では、特定健康診査の受診率が平成

１９年度２３.５％から翌平成２０年度に５

７.０％と、一気に２倍に引き上げられ、以

降、今日まで５０％台を維持している。

その具体的な取り組みとしては、（１）町

長を先頭とした町を挙げての受診率向上対

策。

ア、生活習慣病及びその予備軍を含め、国

民健康保険税の負担増が１億円を超えたこと

で、町長が先頭に立って、イベント、集会等

あらゆる機会を捉えて、国民健康保険税にお

いて加入者の負担が２,０００万円ふえる

と、町の財政負担が倍の４,０００万円の増

となる。最も大事なのは、予防と特定健康診

査受診を啓発する。

イ、専門職の保健師を衛生部門と国民健康

保険部門に分散配置し、住民の声を聞くのが

保健師と、積極的に地域に出る体制を確立す

る。

ウ、電話や訪問での健診勧奨を午後７時ま

で実施、誕生月の個別通知による受診勧奨及

び若い世代から積極的な受診勧奨をする。

エ、国民健康保険加入者の予防や治療など

の医療機関からの情報を個人ごと、地区ごと

にデータ管理をするため、役場職員のシステ

ムエンジニアを活用している。

オ、発症予防のための予備軍対策の特定保

健指導に加えて、未治療、治療中断者の防止

対策、重症化予防対策など保健指導に注力し

ている。

（２）地域コミュニティとの協働。

ア、各町内会４０地域全てに保健推進員が

置かれ、健診の周知、啓発が行われている。

イ、地区ごとの受診率の提示を全戸に周知

している。具体的には、４分の１の地域が６

０％を超えている状況にある。

（３）地域医療費の削減。

右肩上がりで推移してきた医療費が、これ

らの取り組みの結果、平成２４年度に総額約

８,０００万円、１人当たりでも１万４,００

０円の削減となった。

以上のとおり、先進地も含め調査、検討す

る中で、委員会として意見の集約を見たの

で、ここに報告する。

１、美幌町の特定健康診査受診率向上のた

めに。

まちづくりの主役が町民と位置づけられて

いる自治基本条例の精神を積極的に取り入

れ、健康で長生きできる美幌町をつくる上で

最も大事なのは予防と位置づけ、特定健康診

査受診率の向上に対する取り組みを、特に次

の点で強化すべきと考える。

（１）行政が一丸となった推進。

ア、町長が先頭に立ち、全ての機会を捉え
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て、健康は予防が第一、特定健康診査は、そ

の基本と周知、啓発に、行政を挙げて全力で

行う。

イ、改正された地域における保健師の保健

活動に関する指針に基づき、地域で積極的な

保健師活動ができるよう体制の確立を図ると

ともに、研修の機会を十分に確保する。

ウ、保健師の事務的業務を負担軽減するた

め、北海道国民健康保険団体連合会、町内各

医療機関の医療情報等のデータ処理に係る事

務処理について、システムエンジニア等の支

援体制を確立する。

（２）地域コミュニティとの協働。

ア、行政とともに地域から特定健康診査の

周知、啓発を推進するため、全自治会に保健

推進員を配置する。

イ、自治会ごとに特定健康診査受診率など

の提示をする。

以上のとおり、特定健康診査等受診率向上

に対する取り組みについて、町民一人一人の

健康づくりのために、健康は予防が第一、特

定健康診査は、その基本であると周知、啓発

を行うとともに、各自治会と連携を図り、行

政が一丸となった積極的な取り組みを行って

いただきたい。

○議長（古舘繁夫君） それでは、委員長よ

り報告を求めます。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 調査の結果につきま

しては、ただいま読み上げていただいたとお

りであります。若干、委員長として補足をさ

せていただきます。

その一つは、美幌町の国民健康保険の医療

費は、近年増加傾向にあり、町民一人一人の

健康づくりと特定健診の推進により、地域総

医療費の削減、あるいは１人当たり医療費の

削減に寄与し、ひいては町の財政の負担軽減

となることから、特定健診、特定保健指導に

対し、行政が一丸となった取り組みと地域コ

ミュニティーの積極参加を促すべきと、この

ようにまず考えます。

二つ目には、美幌町は保健師を集中配置し

ていますが、集中配置の特性として、ともす

れば母子保健など他の業務に押されて予防が

手薄になると、こういう傾向がどこでも指摘

されているところであります。保健師の医療

部門と健康づくり部門の分散配置も再度見当

してみてはいかがでしょうか。

３点目は、来年度、平成２６年４月には、

北海道国保連合会のＫＤＢシステムの本格導

入によりまして、健診、医療、介護の各種

データが一本化され、美幌町の保健師が健康

づくりのために積極的に活用できる体制が可

能になります。医療分析などの資料作成及び

その情報の活用には、パソコンに精通したシ

ステムエンジニアなどの補佐が不可欠であり

まして、早急に人員の配置または支援体制を

確立していただきたいと存じます。

４点目は、自治基本条例は、美幌町のまち

おこしの主役として、町民ということを規定

しています。行政が町民の健康や疾病予防の

取り組みを行うことはもちろんであります

が、町民の側からの地域コミュニティーとの

協働として特定健診を推進するということが

求められています。全ての自治会から保健推

進員を配置し、特定健診の受診の周知、啓発

を行うとともに、自治会ごとの受診率及び保

健情報を提示、開示できるよう、全力を挙げ

て取り組んでいただければと思います。

なお、本年４月、「地域における保健師の

保健活動について」というタイトルで、１０

年ぶりに保健師活動の指針が改正されまし

た。その内容の重要な柱といたしまして、保

健師の地区担当制のもとで活動展開をすべし

と、このように盛り込まれたところでありま

す。

美幌町は既に、今回の指針を待つまでもな

く、２年前から地区担当制が導入されており

ます。美幌町のこの活動が、今から１カ月ぐ

らい前、１１月１５日付の日本看護協会の協

会ニュースで、これからの保健師活動の先進

例ということで、全国のすぐれた実践例、二

つの一つとして大きく報道されています。

ここに現物がありますが、ページ見開き
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で、この部分に美幌町の取り組みについて紹

介されまして、指針で変わる、あるいは変え

る、これからの保健師活動ということのモデ

ルとして紹介されております。一歩先行し

て、全国に保健師の地域活動の先進例とし

て、今、美幌町の取り組みは注目されていま

す。

土谷町長は、この記事の中で、保健師は、

健康づくりの最前線に立っていますが、保健

師だけではできないこともあります。町でも

予算や配置、部局間の連携について配慮して

いきたいとも述べておられます。議会側も協

力を惜しみませんので、来年度に向けて大き

く保健師活動を前進させると。そのことで美

幌町の保健活動がさらに全国から注目される

ということを大きく期待をいたしまして、委

員長の補足報告とさせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） これから、委員長報

告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、委員長に対する質疑を終わりま

す。

以上で、総務文教厚生常任委員会事務調査

結果報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第４ 承認第７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 承認第７

号専決処分の承認についてを議題とします。

直ちに、提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議案

の２ページをお開き願いたいと思います。

承認第７号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し、

承認を求めるということで、次の３ページを

ごらんいただきたいと思います。

専決処分書。

大家畜特別支援資金利子補給事業の実施の

ため急を要するので、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、次のとおり専決処分す

る。

平成２５年１１月２６日、美幌町長、土谷

耕治。

記以下につきましては、次の４ページから

御説明をいたします。

平成２５年度美幌町一般会計補正予算（第

６号）について御説明を申し上げます。

平成２５年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。

債務負担行為の補正。

第１条、債務負担行為の追加は、「第１表

債務負担行為補正」で御説明を申し上げま

す。

それでは、次の５ページをごらんいただき

たいと思います。

第１表、債務負担行為補正について御説明

いたします。

事項の大家畜特別支援資金利子補給でござ

います。期間を平成２５年度から５０年度の

間において、限度額６５万４,０００円を新

たに設定するものでございます。

本利子補給につきましては、借入金の償還

が困難な酪農、肉用牛及び養豚経営者に対し

まして、長期低利の借りかえ資金の融通を行

うことによって経営の安定及び後継者への経

営の継承の円滑化を図る制度でございまし

て、本町におきまして、このたび１件の酪農

家で２,３５４万円の短期及び長期の借り入

れを含めまして、長期資金への借りかえが道

の承認を受けたもので、金利年２.２５％の

うち国が１.０１％、道が０.１２％、町が

０.０６％、ＪＡが０.０６％を利子補給し、

実農家負担を１％とするものです。

町は、道の０.１２％分を毎年補助金とし

て受け、町の負担分と合わせて０.１％分を

償還期間の２５年間で利子補給するものであ

ります。

この借りかえ計画の承認が１１月２６日に

されまして、借りかえ実行日が全道統一で１

２月２日となっていることから、このたび専

決処分により予算の補正を行ったところであ
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ります。

以上、御説明を申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第７号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定し

ました。

─────────────────────

◎日程第５ 議案第１０１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 議案第１

０１号美幌町職員の再任用に関する条例の制

定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の６ページ

をお開き願いたいと思います。

議案第１０１号美幌町職員の再任用に関す

る条例の制定について御説明申し上げます。

美幌町職員の再任用に関する条例を次のよ

うに制定しようとするということで、制定内

容につきましては、参考資料で御説明いたし

ますので、参考資料の１ページをお開きいた

だきたいと思います。

資料１（議案第１０１号関係）。

条例名、美幌町職員の再任用に関する条例

であります。

改正目的でありますが、平成１３年度から

始まった公的年金の基礎年金相当分の支給開

始年齢の６５歳への段階的引き上げに続きま

して、平成２５年度以降は報酬比例部分の支

給開始年齢も段階的に６５歳へと引き上げら

れることに伴いまして、無収入期間が発生す

ることから、国家公務員の雇用と年金の接続

について、人事院の定年を段階的に６５歳に

引き上げるための国家公務員法等の改正につ

いての意見の申し出の趣旨及び高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律に掲げられている

高年齢者雇用に係る基本的理念や事業主の責

務規定の内容等を踏まえ、定年退職する職員

が公的年金の支給開始年齢に達するまでの

間、再任用を希望する職員については再任用

する旨の閣議決定が行われたところでありま

す。

この閣議決定を受け、各地方公共団体にお

いても、地方の実情に応じて地方公務員の雇

用と年金を接続するよう総務副大臣より通知

があったところであり、本町の実情に応じて

必要な措置を講ずるため、今回、条例を全部

改正するものであります。

改正内容でありますが、まず、再任用制度

の経緯といたしまして、本町におきまして

は、平成１３年４月より美幌町職員の再任用

に関する条例を施行しておりますが、制度自

体、運用はしておりませんでした。しかしな

がら、先ほども説明いたしましたように、平

成２５年度以降、無年金状態が発生すること

から、今般の総務副大臣の通知の趣旨を踏ま

え、平成２６年度からの再任用に向けた新た

な再任用制度の運用を開始するものでありま

す。

再任用制度の概要でありますが、まず、再

任用の対象となる者であります。これは、再

任用条例で規定をするものでありますが、ま

ず、定年退職者、これは、地方公務員法第２

８条の２第１項の定めによるものでございま

す。

次に、定年延長者、同じく地方公務員法第

２８条の３第１項及び第２項に規定するもの

であります。

それから、早期退職者、２５年以上勤務

し、かつ退職日より５年以内の者ということ

で、地方公務員法第２８条の４第１項に規定

するものでありますが、ただし、定年に達し

ていない者は除くものでございます。
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最後に、現に再任用されている者というこ

とで、これらの者について対象とするもので

ございます。

次に、勤務形態でありますが、これは、実

施要項に定めるものでございます。

勤務形態は、フルタイム勤務と短時間勤務

の二つの形態を設定をしようとするものでご

ざいます。

次、採用でありますが、これは再任用条例

で規定をいたします。

再任用を希望する者について、勤務成績や

就労意欲、健康状態等により選考を行うとい

うものでございます。

次、任用期間でありますが、これも再任用

条例で規定をするものでございまして、基本

的には一年間、４月から３月末日までという

ことであります。

なお、勤務実績等を考慮いたしまして、１

年を超えない範囲内で更新できるものを規定

するものでございます。

次に、任期の末日でありますが、これも再

任用条例で規定をしようとするものでありま

す。

再任用職員が６５歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前とし、年金の報酬比例部分

の引き上げスケジュールに合わせて段階的に

引き上げるものでございます。

次、職種等につきましては、実施要項に定

めようとしているものですが、定年退職を前

に在職していた職種と、原則としては同様と

しようとするものでございます。

次、勤務時間でありますが、これにつきま

しては給与条例に規定をいたすものでござい

ます。

フルタイム勤務者は、１日７時間４５分、

週３８時間４５分とするもの。短時間勤務者

は、フルタイム職員の５分の４から５分の２

時間の範囲で定めるものでございます。

次、休暇でありますが、これは職員の休暇

等に関する条例に定めるものでございまし

て、年次休暇、病気休暇、特別休暇等でござ

います。

次、２ページでございます。

給与であります。これは、給与条例に定め

るものでございます。

給与の月額ということで、フルタイム勤務

職員の月給を定めるものでございます。考え

方といたしましては、国家公務員に準拠する

ものでありますが、国家公務員の給与の定め

る基本的な考え方は、１級から６級まであり

ますが、各級の最高号俸の７割程度とするも

ので、表に記載しているとおりでございま

す。今回、行政職１、医療職の２、３をこの

ように定めようとするものでございます。

次に、期末勤勉手当でございます。これも

給与条例で規定するものでございます。

期末勤勉手当ということで、６月及び１２

月、合計、年間では、括弧書きが再任用職員

以外ということで、再任用ではない現職の職

員でございますが、年間では３.９５カ月に

対しまして、再任用の職員は２.１カ月分で

ございます。

なお、短時間勤務者につきましては、フル

タイム勤務者に対する勤務時間の割合を乗じ

て支給をしようとするものでございます。

次、寒冷地手当であります。これは、寒冷

地手当に関する条例で定めるものでございま

す。

寒冷地手当につきましては、職員のほか嘱

託職員、あるいは臨時職員にも支給をいたし

ているところであります。今と同様の支給を

しようとするものでございますが、あくまで

もフルタイム勤務職員のみ支給をするという

ことで、短時間勤務職員については支給しな

いものでございます。

その他の手当といたしましては、通勤手

当、時間外手当、宿日直手当、管理職手当等

を支給するものでありまして、括弧に書いて

あります扶養手当、住居手当、退職手当は支

給しないものでございます。

次、企業職員の給与の種類及び基準という

ことで、これは企業職員等に関する条例に定

めるものでありますが、まず１点、再任用の

短時間勤務職員の給与を改めて規定をしよう
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とするもの、それから、再任用職員への扶養

手当及び住居手当の支給について、適用の除

外を規定しようとするものであります。

関連条例の改正につきましては、ただいま

説明したとおり、再任用に関する条例のほか

に、ここに記載のとおり、美幌町職員の給与

に関する条例の一部改正、美幌町職員の寒冷

地手当に関する条例の一部改正、美幌町企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部改正をしようとするものでございます。

根拠法令等は、地方公務員法であります。

施行日は、平成２６年４月１日でありま

す。

以上、御説明を申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

なお、参考資料の３ページから３０ページ

にかけまして、関連条例、一部改正の新旧対

照表を添付しておりますので、御参考にして

いただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今の給与規定だとか

の話の中で、期末勤勉手当が支給になると。

再任用ということになりますと、当然、１年

であろうが職員となりますと、この勤勉手当

があるということになりますと、きのう一般

質問をしたのですけれども、人事評価制度は

勤勉手当が給与の中の削減の該当になるとな

りますと、再任用といえども勤勉手当が当た

る以上、人事評価の該当になる項目の支給な

ものですから、これとのリンクはどうなのか

と。ちょっとわからないので質問です。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 来年度からの人

事評価の試行ということで、今、詰めている

段階でありますけれども、今現在は正職員に

ついて検討している段階でございます。再任

用職員についての詳細については、まだ決め

てはおりませんけれども、当然、職員には変

わりありませんし、先ほども言いましたよう

に、任期が１年ということで、更新も可能で

あるということからすると、１年、１年、や

はり評価というものもする中で、さらに更新

をするべきものかどうかという判断は、やは

り人事評価というものを活用しなければ透明

性が確保されないということを考えておりま

して、これから細部について詰めてまいりた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今回提案されて、来

年４月からということなのですけれども、私

が知る限りでは、来年３月の退職予定者に対

して町のほうで再任用の意向確認を行った

と。この件については、私も一般質問してい

ましたので、速やかな対応ということで期待

していたのですけれども、その中で、こうい

う給与だとか手当の条件だとか詳しいことに

ついて、しっかり提示をされて意向確認がさ

れていなかったのではないかということを耳

にしております。

それで、私自身は、やっぱり無年金になる

というようなことで、職員にとっては再任用

を選択するかどうかというのは大変重要な問

題でありますので、定年者に限らず、２５年

以上の仕事をして早期退職した職員の場合

も、もちろん場合によっては再任用の対象に

なるということですので、ぜひ一定年齢以上

の職員に対して、この制度の、やはりきちん

とした理解のための説明を町の責任として行

うべきではないのかなと。

それと、詳細は恐らく規則の中で詳しくい

ろいろなことが定められるかと思いますの

で、ぜひそういった面での対応がどうだった

のかについて、ちょっとお尋ねしておきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 職員の今年度末

で退職する方につきましては、勤務条件等

は、まだ詳細が詰まっていない段階でしたけ

れども、希望があるかどうか、条件はいろい

ろありますけれども、その条件は無視として
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でも希望があるかどうかという確認はいたし

たところでありまして、その結果、条件がど

うであろうと希望しないよという回答を得た

という段階でございます。

今後につきましては、職員につきまして

は、そういったことで返事をいただいて、こ

れから勤務条件等を提示して、それが変わる

かどうかというのはちょっとわかりませんけ

れども、そういう内容ではなくて希望はしな

いということでありまして、このほかに、今

度は臨時職員等も出てきますので、これらに

ついては、正職は組合との交渉案件でもあり

まして、組合等のほうにも説明いたしました

し、臨時職員につきましては、今度は内容、

勤務条件、処遇等を提示しないと、これはな

かなか判断はつかないということになってき

ますので、提示した中で希望を募ってまいり

たいという予定でおります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今の説明である程度

わかりましたけれども、いずれにしても、大

事な問題ですから、今回、条例が提案され

て、例えば正式に議決になった場合、また、

規則の制定とかがありますので、機械的に町

内ＬＡＮでこういう制度ができたということ

をただ流すだけではなくて、もう少し丁寧

に、この制度についてのやはり説明というも

のをどこかでしっかりしていただきながら、

条件がどうであれ希望しないという、そうい

う選択をした職員に対しては、私、どうだこ

うだということはないのですが、やはりこう

いう形で今までつくられた条例でも、再任用

ということは一切なかったということですか

ら、実質初めての制度運用をこれからしてい

くという意味では、ぜひ、繰り返しになりま

すけれども、親切丁寧な職員の説明の機会と

いうのを設けていただくように、特に答弁は

いりませんけれども、お願いします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 制度のお話はそれ

なりに受けとめたいと思いますが、私がお聞

きしたいのは、奇異なことがあると思うので

す。

一例として民間の話をさせていただきます

が、仕事量がふえたという認識があれば、そ

れに対応するために職員数とか作業員数とい

うのは、その道理の流れとしてわかるのです

が、今回、制度的云々という前に、基本は職

員数がふえるわけですから、再任用というこ

とで。ふえる可能性があるという意味で。仕

事量、つまり事務事業量の見直しがしっかり

なされていないと、制度はできても、雇用と

いう意味では、私は多くの町民が首をかしげ

るものではないかというところもちょっとお

聞かせ願っていないと、いや、吉住さん、実

は違うのですと。例えば職員といえども、今

の実態は、こういう言葉は適正かどうかわか

りませんけれども、職員ですから正も副もな

いと思うのですが、それ以外に美幌町の雇用

関係は嘱託職員もいますと、臨職もいます

と、こういう制度をもって、今回、流れです

けれども、臨職も、逆に言えばきっちり減ら

して、職員扱いという関係でやっていくとい

うのであれば、仕事量という意味ではわかる

わけですけれども、制度そのものは云々では

なくて、私が言いたいのは、仕事量が、見た

目です、ふえたのか減ったのかもわからない

うちに、４月１日からというのは相当な町民

の御理解がなければ実質的に無理ではないの

かなと思うところがありますので、そこら辺

の、仕事量という意味で、行政が抱えてい

る、というところのお話を少し御説明してい

ただければという意味でお尋ね申し上げま

す。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 今、お尋ねのあり

ました件でありますけれども、確かに、御指

摘のところはそのとおりだと思います。量を

どういう形で抑えるか、仕事量をどういう形

で抑えるかということだと思いますが、再任

用制度で仕事量がふえたから補充するという

ことでは決してございません。
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ただ、仕事量にも量的なものと質的なもの

がありまして、必ずしも質的にどうかだとか

量的にどうかというのは、それは、それぞれ

やっていく中でいろいろと、十分充足された

状態であるかというと、これまた決してそう

ではないということは言えると思いますけれ

ども、そういう中で、質の面だとか、あるい

は、ベテランの職員がどういう形でそこに入

ることで、住民サービスがどうさらに向上す

るかだとか、そういう質の面での期待という

のも私どもかなり持ってございます。

それで、この再任用制度自体が無年金者を

どうフォローするかという基本的なところが

ございまして、これは民間に限らず公共あわ

せて、仕事量のいかんにかかわらずそれを実

施するということでございますけれども、私

どもは、これをやはり住民サービスにどうつ

なげていくかというところが大前提でありま

す。

したがって、どの仕事でどうするというこ

とはもちろんありませんし、全職種が対象に

なりますし、そういう中で、住民サービス向

上につながる仕事に結びつけていきたいとい

うことで考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 全然理解できませ

んが、だまされようと思います。

ところで、議長、お許しいただきたいので

すが、先ほど失念しておりまして、もう１点

聞くのを忘れていました。お許しいただきた

いと思います。

これを見ると、早期退職者も２５年以上の

実績があれば再雇用できるという内容であり

ます。そういう意味で１点ほど。

勧奨というのですか、退職金も割り増しい

ただいて退職された方。例えば、しつこいよ

うでありますけれども、その割増分、逆に戻

した上で雇用されるのかどうか。そのため

に、やっぱりいるわけですから、後身に道を

譲るという趣旨もあって、本人の希望も含め

て、そこら辺、町民感情としてです、解釈と

して、もし、例えば３年前に退職金の上乗せ

をもらった人が、いや、やっぱりあんばいが

悪いと。俺ももう少しおっかあのために稼が

なければいけないと、再雇用してほしいとい

う事情の人もないとは限りませんので、そこ

ら辺をどうされるのかというのを、思いです

から、お教え願いたいと。副町長、これ、総

務部長は答えづらいですから、どうぞ。

○議長（古舘繁夫君） 吉住議員、だまされ

るのではなく、しっかり御理解をいただきた

いと思います。

答弁者は誰。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 大変気持ちはよ

く理解はできるのでありますけれども、早期

退職者におきましては、退職金を受けてい

る、受けていないは別といたしまして、地方

公務員法でも再雇用することができるという

法律の規定もございます。

退職金につきましては、再雇用後は退職手

当組合には入りませんので、退職金はもう出

ないことにはなりますけれども、あくまでも

早期退職者も再雇用の対象ということには変

わりがないので、御理解願うしかないかと思

います。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 総務部長は間違っ

ていませんけれども、再雇用になったから退

職金なんて払うなどとは僕も思っていませ

ん。そうではなくて、いろいろな意味で、こ

う言ったら理屈になるかどうかはわかりませ

んが、町民にとってはうらやましいという言

葉しかないのです。そこら辺、先ほど松浦議

員が、というのは、雇うに当たっては、優秀

な方とかいうことも含めて、やっぱり町民も

納得する方、それは、いろいろな評価はあり

ます、町民の目から見ても。ただ、それに耐

え得る人に、やっぱり勤めていただければと

願いつつ、質疑をやめます。
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○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） お尋ねの件につい

ては十分理解しているつもりでございます。

通常、早期退職というときは、やはり、そ

の職員にとっていろいろな事情があった中

で、定年を前にして重大な決断をしてやめる

ということでございます。その時点で、私ど

もも今度、再任用制度ができましたので、そ

の辺も含めて、いろいろと事情聴取をしなが

ら、勧奨のもし対象になるなら、そのように

こちらも判断すると思いますし、申し上げた

いのは、町民の方々におかしな制度だなと言

われないような対応を我々も心がけてまいり

たいと思いますので、御理解をいただきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） １点だけ。

その他手当のところで管理職手当がありま

すけれども、一旦やめた方で、また管理職に

つくのか、また、管理職というのはどういう

ものを想定されているのか、ちょっと教えて

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 管理職手当のお

尋ねでございますけれども、これは、一応こ

ういう規定は設けておくということで、一般

的には役職をおりて再任用するというのが考

え方であります。

ただ、中には、その職場の例えば体制であ

りますとか、そういった中で、どうしても管

理職の体制が組めないというような場合に

は、そういった、管理職としての再任用もあ

り得るということで、まずは、なかなかない

かと思いますが、管理職ですので、あくまで

も主幹職以上ということであります。そう

いった規定を設けておくというものでござい

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第１０１号美幌町職員の再

任用に関する条例の制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第６ 議案第１０２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 議案第１

０２号美幌町公法上の収入徴収に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題と

します。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の２７ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第１０２号美幌町公法上の収入徴収に

関する条例の一部を改正する条例制定につい

て御説明申し上げます。

美幌町公法上の収入徴収に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定しようと

するということで、改正内容につきまして

は、参考資料で御説明をいたしますので、参

考資料の３１ページをお開きいただきたいと

思います。

資料２（議案第１０２号関係）。

条例名、美幌町公法上の収入徴収に関する

条例。

改正目的でありますが、町税に対する延滞

金の割合の特例が平成２６年１月１日から改

正することに伴いまして、公法上の収入に対

する延滞金につきましても同様に見直しを行

うとともに、延滞金の計算方法を明確にする

ために条文の整理を行おうとするものでござ

います。

改正内容でありますけれども、第３条第２

項を追加するということで、閏年の日を含む
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期間においても１年当たりの日数は３６５日

と規定をする。

第３条第３項を追加するということで、延

滞金の計算の基礎となる納入金額について、

１,０００円未満の端数及び２,０００円未満

の納入金額は、全額を切り捨てる旨を規定し

ようとするもの。

旧第３条第３項を削り、第４条を追加する

ということで、延滞金額の１００円未満の端

数及び１,０００円未満の延滞金は切り捨て

る旨を規定をしようとするものであります。

そして、延滞金の割合の特例を規定しよう

とするものでございまして、附則第３項とし

て、延滞金の割合の特例を新たに追加をしよ

うとするものでございます。

本則では、延滞金、年１４.６％、１カ月

以内については７.３％という規定としてお

りますが、これに追加をいたしまして、特例

といたしまして、町税と同様、特例基準割合

に７.３％を加えた率、１カ月以内は特例基

準割合に１.０％を加えた率にしようとする

ものでございます。

この特例基準割合というのは、下の欄に書

いてありますように、国内銀行の貸出約定平

均金利の前々年の１０月から前年９月におけ

る平均に１％を加算した割合ということで、

参考までに現在の利率を掲載をしているもの

でございます。内容につきましては、町税と

全く同様のものでございます。

根拠法令等につきましては地方自治法、施

行日は平成２６年１月１日でございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よろ

しくお願いをいたします。

なお、参考資料の３２ページから３３ペー

ジに新旧対照表を添付しておりますので、御

参考にしていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０２号美幌町公法上の

収入徴収に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第７ 議案第１０３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 議案第１

０３号美幌町営バスの設置及び運行管理に関

する条例を廃止する条例制定についてを議題

とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の２９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第１０３号美幌町営バスの設置及び運

行管理に関する条例を廃止する条例制定につ

いて御説明を申し上げます。

美幌町営バスの設置及び運行管理に関する

条例を廃止する条例を次のように制定しよう

とするということで、条例廃止の内容につき

ましては、参考資料で御説明しますので、参

考資料の３４ページをお開きいただきたいと

思います。

資料３（議案第１０３号関係）。

条例名、美幌町営バスの設置及び運行管理

に関する条例。

廃止目的でありますが、町営バスは、町が

統合地区の生徒児童の通学や農村地区の生活

を支える公共交通を確保するために、豊岡

線、日並線、報徳線の３路線を運行していた

ものですが、平成２５年４月から混乗スクー

ルバスとして運行を改め、今後も混乗スクー

ルバスとして運行していくため、今回廃止を

しようとするものであります。

提案条例の内容といたしましては、美幌町

営バスの設置及び運行管理に関する条例を廃

止するものであります。
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施行日は、公布の日からでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０３号美幌町営バスの

設置及び運行管理に関する条例を廃止する条

例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第８ 議案第１０４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第８ 議案第１

０４号美幌町後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題とし

ます。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の３０ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第１０４号美幌町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例制定について

御説明いたします。

美幌町後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、議案の参考資料

４、３５ページでございます。

改正目的でございますけれども、町税及び

公法上の収入徴収に関する条例とともに、延

滞金の割合の特例について後期高齢者医療保

険料につきましても、利率の引き下げ、見直

しを行うものでございます。

改正内容でございますが、現在、１カ月以

内の延滞割合は４.３％を適用しておりま

す。１カ月を超えた滞納の場合につきまして

は、１４.６％、日歩４銭の延滞金がかかる

ことになっております。

改正後につきましては、国内銀行の貸出約

定平均金利の前々年度の１０月から前年の９

月における平均に１％を加算した割合にする

ものでございまして、改正後の右にございま

すけれども、参考とございますが、貸出約定

平均金利の年平均が１％の場合は特例基準割

合が２％になり、その割合に７.３％、日歩

２銭を加算した率９.３％が１カ月以上の滞

納に適用されるということでございます。

１カ月以内の滞納の場合につきましては、

３％が適用されるということでございます。

この改正により、今後は銀行の貸出金利の

変動により利率が増減するということになり

ます。実情に合った運用ということでござい

ます。

根拠法令等につきましては、地方自治法で

ございます。

施行日につきましては、平成２６年１月１

日付でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０４号美幌町後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第９ 議案第１０５号
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○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 議案第１

０５号美幌町自転車等の放置防止に関する条

例の制定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の３１

ページをお開きください。

議案第１０５号美幌町自転車等の放置防止

に関する条例の制定についてを御説明申し上

げます。

美幌町自転車等の放置防止に関する条例を

次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

しますので、参考資料の３７ページをお開き

ください。

資料５（議案第１０５号関係）でありま

す。

制定目的でありますが、この条例は、自転

車等の利用者の利便の増進を図るとともに、

駅前広場その他の公共場所における良好な環

境を図るため、自転車等の放置防止に関する

事項を定め、もって町民の安全で住みよい生

活環境の形成を資することを目的とするもの

であります。

制定内容でありますが、第１条の目的、第

２条の定義に続き、町及び利用者等の責務に

ついては第３条、第４条、第５条、鉄道事業

者等の責務につきましては第６条で、放置自

転車等に対する措置として、放置禁止区域の

指定等、第７条、放置禁止区域内の自転車等

に対する措置として第８条、第９条、放置禁

止区域外の自転車等に対する措置を第１０条

で、保管自転車等に対する措置等について第

１１条、第１２条、第１３条で、引き取りの

ない保管自転車等に対する措置として第１４

条、町の管理する自転車等駐車場に対する措

置については第１５条、第１６条、第１７条

で、第１８条は委任規定という条文構成に

なっております。

根拠法令は、自転車の安全利用の促進及び

自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法

律、施行日は平成２６年１月１日でありま

す。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 結構数多くわからな

い点を聞きたいと思いますので、ゆっくり順

番に御質問したいと思います。

まず、３２ページの第６条に、鉄道事業者

等の責務というふうに定められております。

それで、この条例決定後、これらの鉄道事

業者等への速やかな協力依頼を当然行うと思

いますが、その辺の考え方。

それから、今、私の頭の中にあるのは、い

わゆる駅前の駐輪場のことがイメージとして

浮かぶのでありますが、多くが町外の高校等

に通学する自転車の利用が多いと思われま

す。もちろん、この責務の対象者の中には

入っていないのですが、高校等へ、当然のこ

と協力の依頼、条例の制定の趣旨だとか、そ

のような説明を考えられているかというのが

２点目でございます。

次に、３３ページの第９条の中に、町長が

定めた場所ということで保管場所を一応ここ

に条例上規定しておりますが、具体的に事例

があったときに、どこに保管をされるのかと

いう、その場所をお知らせいただきたいと思

います。

次に、３４ページの第１２条に、保管自転

車等に係る費用の徴収ということで徴収の規

定が定められております。自転車が１,００

０円、原動機つき自転車が３,０００円とい

うことで、これを定めるに当たっての積算根

拠について、どういう考え方で設定されたの

か、お教えいただきたいと思います。

そのページの１４条の一番下に、引き取り

のない保管自転車等に対する措置ということ

で、「その保管に不相当な費用を要すると

き」ということで、これは具体的に、不相当

というのがどういうことを想定されているの

かについてお尋ねしたいと思います。



－ 99 －

それから、その場合、売却した代金を保管

するということですけれども、具体的に売却

方法というようなことは、現状どういうふう

なことを考えられているかと。

最後ですけれども、この条例制定に当たっ

ての住民からのパブリックコメントについて

の問い合わせ、御意見等があったのかどうか

についてお尋ねいたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） まず、１点

目の鉄道事業者の責務という、これにつきま

しては、関係機関の関係につきまして条例が

制定されました後、きちんと周知またはお知

らせをしたいと思っております。

それから、２点目の駅前の駐車場の部分、

これにつきましても、主に高校ということで

ありまして、既に２回、放置自転車に根拠な

く処理をしたことがありますけれども、その

ときについては連絡協議会の中で、高校とい

うことで、美幌及び北見、網走という形の部

分について、各高校のほうに、うちの条例制

定のもとの中、放置自転車に対する啓蒙、啓

発、措置について御説明をしていきたいと思

います。

そのほか関連機関としては、当然、地元自

治会、それから、今言った鉄道と、それから

観光物産協会などを考えております。そし

て、警察のほうについても、うちの条例につ

いて御説明していきたいと思います。

それから、うちのほうで駅前につきまして

は道と協定を結んでいますので、これにつき

ましては条例制定する段階から協定の内容を

含めて御説明しておりまして、協定について

も結んでおります。

次に、３番目の保管場所ですけれども、今

のところ考えているのは報徳の車両センター

を考えております。

それから、４番目の徴収根拠、これにつき

ましては、うちのほうの職員の平均の部分の

保管に係る時間的な費用という計算の中で、

一応１台に１５分程度かかるということの部

分で、その目安として１,０００円程度とい

う形で積算しておりますし、他市町村の実施

状況、清水町だとか江別だとかいう形の部分

のところの実施状況を参考にして、今回この

ような徴収の料金を決めております。

５点目の１４条の不相当な費用を要すると

いうことは、今のところ保管する場所が、ど

こかを借りなければならないとか、または保

管する建物だとか、そういう関係の部分を、

費用を要した中で保管するというふうになれ

ば、当然、不相当な部分が生じてきますの

で、そういうようなお金がかかるようであれ

ば、当然、売却できるという形の部分でここ

で規定していますので、売却した代金でかえ

て保管をするという方法をとれるという形で

進めていまして、では、売却するところはど

こだとなりますと、今のところちょっと、ど

こどこというか、自転車のものによっていろ

いろありますけれども、普通は古物商の中

で、金属という扱いの中で引き取り価格が決

まるものと思いますけれども、一応そういう

形の部分で想定しています。

それから、７番目のパブリックコメントの

関係につきましては、意見はありませんでし

た。

あと、漏れているものはありますでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 質問には全て答えて

いただきました。理解しました。

それで、議長、申しわけないのですが、も

う１点、質問の漏れがありまして、３２ペー

ジの第７条の中に放置禁止区域の指定等とい

う規定がございまして、必要のある公共場所

を指定することができるというふうに条例上

定めてありますが、実際に、こういう場所を

今、まちのほうは想定しているのか、具体的

にこの場所がそこの区域になるというような

ことで想定されている場所があればお知らせ

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 今のところ
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想定する場所は考えておりません。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第１０５号美幌町自転車等

の放置防止に関する条例制定についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１０ 議案第１０６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１０ 議案第

１０６号美幌町公共下水道条例等の一部を改

正する条例制定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の３７

ページをお開きください。

議案第１０６号美幌町公共下水道条例等の

一部を改正する条例制定について御説明申し

上げます。

美幌町公共下水道条例等の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

しますので、参考資料の３９ページをお開き

ください。

資料６（議案第１０６号関係）でありま

す。

改正目的であります。

社会保障の安定財源の確保を図るための税

制の抜本的な改革を行うため、消費税法の一

部を改正する等の法律により、平成２６年４

月１日から消費税率を現行の５％から８％に

引き上げることとなり、課税事業者である下

水道事業、個別排水処理事業、水道事業が収

入している消費税等の課税対象となる各種料

金について、消費税額及び当該消費税額を課

税標準として課される地方消費税相当額の引

き上げを行うための改正を行うものでありま

す。

改正内容でありますが、美幌町公共下水道

条例の下水道使用料、美幌町個別排水処理施

設管理及び運営等に関する条例の施設使用

料、美幌町水道給水条例の加入者負担金設計

審査及び工事検査手数料、水道料金、手数料

の改正を行うものであります。

各種料金等の表示につきましては、総額表

示から外税表示となりますので、参考資料に

ついています４１ページから４８ページまで

の新旧の対照表を御参照いただきたいと思い

ます。

施行日は、平成２６年４月１日でありま

す。

以上、御説明いたしましたので、よろしく

お願いします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０６号美幌町公共下水

道等の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１１ 議案第１０７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１１ 議案第

１０７号美幌町立学校設置条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

教育部長。
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○教育部長（高木恵一君） 議案書の４２

ページでございます。

議案第１０７号美幌町立学校設置条例の一

部を改正する条例制定について。

美幌町立学校設置条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきまして、参考資料で御説明申

し上げますので、参考資料の４９ページ、５

０ページをお開きいただきたいと思います。

資料７（議案第１０７号関係）。

条例名……（発言する者あり）

以上、御説明申し上げました。よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０７号美幌町立学校設

置条例の一部を改正する条例制定についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩をいたします。

再開を３時５０分といたします。

午後 ３時４１分 休憩

────────────────

午後 ３時５０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、あらかじめ会議時間の延長を

することに決定しました。

─────────────────────

◎日程第１２ 議案第１０８号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１２ 議案第

１０８号平成２５年度美幌町一般会計補正予

算（第７号）についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の４３ペー

ジをお開き願いたいと思います。

議案第１０８号平成２５年度美幌町一般会

計補正予算（第７号）について御説明を申し

上げます。

平成２５年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。

今回の補正は、年末における執行実績及び

今後の執行見込みにより予算の整理のほか、

峠の湯びほろの指定管理期間満了に伴い、指

定管理者を指定するに当たって、施設維持管

理等委託料の債務負担行為の補正を行うほ

か、福祉灯油購入費扶助、ソチオリンピッ

ク・パラリンピック選手後援会補助金等の補

正を行おうとするものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３,７３６万５,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ９８億２,３４９万８,０００

円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条、債務負担行為の変更は、「第２表

債務負担行為補正」で御説明を申し上げま

す。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方

債補正」で御説明を申し上げます。

それでは、４８ページをお開き願いたいと

思います。
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第２表、債務負担行為補正について御説明

を申し上げます。

事項のスプーン洗浄機浸漬装置・食器洗浄

機借上料、蒸気ボイラー借上料、食缶洗浄機

借上料につきましては、額の確定に伴います

予算の整理で、減額をするものでございま

す。

一番下の峠の湯施設維持管理等委託料、期

間、平成２５年度から平成２９年度まで、限

度額２,８００万円を新たに設定をしようと

するものでございます。

峠の湯びほろの指定管理期間が本年度末で

満了となることに伴い、平成２６年度から平

成２９年度までの４年間の指定管理者を指定

するに当たって、年間７００万円を限度とし

て、総額２,８００万円の施設維持管理委託

料の債務負担行為を補正しようとするもので

ございます。

次に、４９ページをごらんいただきたいと

思います。

第３表、地方債補正について御説明を申し

上げます。

起債の目的欄にあります、まず、美和南公

民館建替事業、その下、臨時財政対策債、そ

の下、緊急防災・減災事業、その下、スクー

ルバス購入事業、この４事業いずれにつきま

しても、額の確定に伴います減額補正であ

り、今回の補正により、本年度の地方債総額

を５億３,４４０万円とするものでございま

す。

それでは、次に、６２、６３ページをお開

きいただきたいと思います。

歳出でございます。

主に年末における実績を踏まえての執行見

込みの整理を行おうとするものでございます

が、まず、２段目になります、総務費の一般

事務費、特別旅費１４４万９,０００円、そ

れから、使用料８万７,０００円につきまし

ては、新規に補正をしようとするものでござ

いまして、これにつきましては、平成２６年

２月及び３月に開催のソチオリンピック・パ

ラリンピック地元選手観戦に係る２名分の旅

費及び観戦チケット代を予算化したいもので

ございます。

その下の庁用事務費、通信運搬費３２万

２,０００円の増額補正でございますが、後

ほど御説明いたしますが、民生費で補正予算

計上の福祉灯油等購入費扶助実施に伴う郵便

料の増額補正でございます。

１段飛びまして、企画費の政策推進事業

費、事務事業協力報償２４万円の増額につき

ましては、ふるさと寄附金件数の増による特

産品の増額補正でありまして、当初、１４５

件を見込んでおりましたが、１０２件増の２

４７件の見込みで増額をしたいというもので

ございます。

その下の積立金１２３万円の増額補正でご

ざいますが、まず、８月１２日から１１月５

日までの間に３８件、２３万円のふるさと寄

附金をいただいたもの、及び１１月１６日、

美幌商工会議所から創立６０周年記念事業の

寄附金といたしまして、イベント用貸出備品

購入に役立ててほしいと１００万円の御寄附

をいただきましたので、これをあわせて積み

立てをしようとするものでございます。

ふるさとづくり寄附金の年末残高は、８,

７７０万４,０００円となる見込みでござい

ます。

１段飛びまして、一番下、財政調整等基金

積立金の積立金８,８９１万３,０００円の増

額でございますが、まずは病院の不採算特別

交付税経過措置の満了に伴います将来への積

み立てといたしましての積み立てと、今回の

財源調整分といたしまして６,４８７万９,０

００円を財政調整基金に積み立てをしようと

するもの、それから、１０月７日、新町３丁

目のヘアボックス・アールパーク代表薮下理

香様から１万５,０００円の寄附と、１０月

９日、栄町１丁目にお住まいの嶋崎美智子様

から３万円の御寄附をいただきましたので、

これを財政調整基金に積み立てるものと、そ

れから、９月２６日に、東町２丁目にお住ま

いでありました磯江昌子様から学校図書充実

にと３００万円の寄附をいただきましたの
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で、これにつきましても財政調整期金に一旦

積み立てをしようとするもので、合計、財政

調整基金に６,７９２万４,０００円を今回積

み立てをしようとするものであります。

また、給与等の減額措置分につきまして、

緊急防災・減災事業債の償還財源とするため

に、減災基金へ２,０９８万９,０００円を積

み立てをしようとするものでありまして、減

債基金の年度末残高は、３億２,２２４万１,

０００円となる見込みでございます。

財政調整基金の残高につきましては、歳入

で御説明を申し上げます。

次に、６５ページをお開きください。

ここでは、一番下の段、民生費、一般事務

費の２行目、扶助費、福祉灯油等購入費扶助

８９４万円の新規補正でございますが、これ

は、灯油の価格の高騰によりまして、昨年と

同様扶助するものでございます。町民税非課

税世帯で６５歳以上の高齢者世帯、あるいは

ひとり親世帯、障害者世帯、生活保護世帯に

対しまして、１,７８８世帯を見込みまし

て、１世帯当たり５,０００円を扶助しよう

とするものでございます。

その下、積立金１３万３,０００円の増額

補正でございますが、ふるさと寄附金のうち

福祉の指定寄付金として２件分１万５,００

０円と、９月２２日、社会福祉法人恵和会主

催のチャリティーゴルフコンペ並びに懇親会

参加者御一同様から、社会福祉に役立ててほ

しいと１１万８,０００円の御寄附をいただ

きましたので、これを福祉基金に積み立てる

ものでございます。

次、６７ページをお開きいただきたいと思

います。

３段目になります。高齢者福祉費の２行

目、６、後期高齢者医療費負担金、療養給付

費負担金２０１万円の増額補正でございます

が、これは、平成２４年度の療養給付費の精

算による増額補正でございます。

その次の段、障害者自立支援事業費、地域

生活支援事業業務委託料４４８万４,０００

円の増額補正でございますが、主に訪問入浴

サービス利用者の増によるものでございまし

て、サービス利用者２名で予定していたもの

が４名にふえたものによるものでございま

す。

その次の段、保育園費、施設維持管理事業

費、修繕料１９万３,０００円の増額補正で

ございますが、美幌保育園の自動式ブライン

ドの故障によります修繕料の増額をお願いし

たいものでございます。

次のページ、６９ページをお開きくださ

い。

上の段の一番下、繰出金、個別排水処理特

別会計繰出金１１４万９,０００円の増額補

正でございますが、起債対象外事業費の増に

伴う財源調整分でございます。

その次の段、母子保健事業、社会保険料等

５万４,０００円の増額、臨時職員賃金３８

万９,０００円の増額につきましては、職員

の産休代替臨時保健師の２カ月分を補正しよ

うとするものでございます。

その次の保健福祉総合センター維持管理事

業費の教育備品１０９万８,０００円の増額

につきましては、１０月２７日、松緑神道大

和山美幌支部長、永澤則次様から、しゃきっ

とプラザの施設整備にと３０万円の御寄附を

いただいた分と福祉基金繰入金を財源といた

しまして、しゃきっとプラザにランニングマ

シーン１台を購入しようとするものでござい

ます。

以下は年末の整理でございます。

次、７１ページをお開きください。

一番上の段、農業費の一般事務費、臨時職

員賃金４０万１,０００円の増額補正でござ

いますが、職員の病気休暇に伴うパート事務

補助員の賃金を補正しようとするもので、１

１月８日から３月３１日までの分でございま

す。

その次の段の３行目、担い手農地集積推進

事業、経営転換協力金２８０万円の新規補正

でございますが、これは、農業者の高齢化や

後継者不足による余剰農地を防ぐため、全て

の自作地を白紙委任し１０年間貸し付けた場
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合に、協力金として国から支払われる間接補

助でございまして、今年度４戸、１戸当たり

７０万円が交付されるものでございます。ト

ンネル補助でございます。

次の畜産振興事業費の補助金、大家畜特別

支援資金利子補給費補助金４,０００円につ

きましては、今回提案しております承認第１

号で御説明した補助金の平成２５年度分でご

ざいます。

その次の段、道営土地改良事業費、償還金

利子及び割引料４３万５,０００円の増額に

つきましては、ビックハウス美幌店がスー

パーアークス美幌店として移転改築するに当

たって、取りつけ道路設置に関しまして、道

営水環境整備事業美幌地区の一部用途廃止に

伴う補助金・返還金が生じたもので、全額株

式会社道東ラルズが負担をするものでござい

ます。

次のページ、７３ページであります。

一番上段の林業推進事業費の積立金２０万

１,０００円の増額補正でございますが、こ

れは、９月３０日、コープさっぽろから、森

林整備協定に基づき、２０万１,０００円の

御寄附をいただいたものを未来への森づくり

基金へ積み立てするもので、年末における残

高見込みは１,４０６万６,０００円となる見

込みでございます。

次の商工振興推進事業費の商店街街路灯維

持管理費負担金１１万円の増額補正につきま

しては、電気料金の値上げに伴う増額補正で

ございます。

その次の段、観光振興事業費、地域資源活

用販路拡大事業委託料２７７万円の新規補正

でございますが、これは、合同会社びほろ笑

顔プロジェクトにおいて、緊急雇用創出推進

事業を活用し、１月から３月の間、３名を雇

用し、商品開発やプロモーション事業を行う

もので、１０分の１０の補助、トンネル補助

でございます。

次の観光施設維持管理事業費、修繕料１１

７万６,０００円の増額補正は、峠の湯びほ

ろにおける消防用設備の修繕等緊急を要する

修繕費を増額したいというものでございま

す。

一番下の段、道路橋梁維持管理事業費の一

番下、光熱水費２２０万８,０００円の増額

補正につきましては、街路灯の電気料金値上

げ分の補正をお願いしたいというものでござ

います。

次、７５ページをお開きください。

上の段の中ほど、除雪対策事業費の光熱水

費３３万３,０００円の増額は、ロードヒー

ティングに係る電気料金値上げ分を増額しよ

うとするものでございます。

その下、修繕料１００万円の増額補正につ

きましては、タイヤショベルのヘッドガス

ケット等修繕の実施増に伴う増額補正をお願

いしたいというものでございます。

その次の河川費、維持管理事業費、自動車

等借上料２００万円の増額につきましては、

春先の降雨量増に伴う沈砂池あるいは河川の

土砂堆積への対処として増額をしようとする

ものでございます。

１段飛びまして、公共下水道繰出事業費の

公共下水道特別会計繰出金１,９１４万４,０

００円の減額でございますが、これは、前年

度繰越金を今回特別会計で予算化をするに当

たっての財源調整でございます。

その次の段、一般事務費、住宅リフォーム

促進補助金９９５万円の減額補正でございま

すけれども、これにつきましては精算であり

まして、辞退者が１８件、及び工事完了に伴

う執行残について補正をするものでありまし

て、最終的な見込みといたしましては、２３

０件、補助金で７,５８５万円の執行見込み

でございます。

一番下の段、住宅維持管理事業費の修繕料

２１４万８,０００円の増額補正でございま

すが、公営住宅の入退去者の増による内部改

修費等の増額補正でございます。

次のページ、７７ページをお開きくださ

い。

２段目になりますが、教育振興事業費の一

番下、補助金、私立幼稚園就園奨励費補助金
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９５万１,０００円の増額補正につきまして

は、私立幼稚園への途中入園者の増加に伴う

増ということで、当初見込み２６８名が、２

６人増加しまして２９４名となる見込みでご

ざいます。

一番下の段、小学校費の学校管理事業費の

燃料費１６５万円の増額補正は、燃料単価の

高騰による増額補正をお願いしたいというも

のでございます。

次、７９ページをお開きください。

一番上の段、学校管理事業費、燃料費１７

９万１,０００円につきましても、燃料単価

の高騰による増額でございます。

その次の段、町民会館維持管理事業費の消

耗品費９万７,０００円と、２行飛びまして

庁用備品１３万７,０００円の増、その下、

機械器具７万円の増額補正につきましては、

８月３０日、山田惠子リサイタル実行委員会

様から１２万４,０００円の御寄附と、８月

３０日、栄町２丁目、山田惠子様から１０万

円の御寄附と、１０月１０日、日本舞踊藤間

流藤光会会主、藤間勘芳光様から８万円の御

寄附、合計３０万４,０００円をびほーる機

器充実のためにと御寄附をいただいたもの

で、スポットライト、譜面台、演奏用椅子を

整備する増額補正でございます。

光熱水費３４２万９,０００円につきまし

ては、暖房に係る電気料金実績による増額補

正をお願いしたいものでございます。

次の図書館費、活動促進事業費、消耗品費

３０万円の増額につきましては、ふるさと寄

附金のうち、使途が図書購入分を図書館の図

書購入費として増額するもので、１１月５日

の１件分の寄附金でございます。

下から２段目、スポーツ振興事業費、看板

作成委託料２０万６,０００円と補助金、ソ

チオリンピック・パラリンピック選手後援会

補助金４２５万５,０００円の新規補正でご

ざいますが、これは、オリンピック及びパラ

リンピック、オリンピック２選手、パラリン

ピック１選手の出場を見込みまして、選手、

家族、関係者の支援、応援経費の一部を補助

しようとするもので、看板につきましては、

広報用看板を作成しようとするものでござい

ます。

一番下の段、屋内体育施設維持管理事業

費、燃料費１３１万６,０００円の増額補正

は、燃料単価の高騰により増額をお願いする

ものでございます。

次、８１ページをお開きください。

一番上段でありますが、屋外体育施設維持

管理事業費の光熱水費９７万２,０００円の

増額につきましては、夏の雨不足によります

芝生への散水量増加に伴う水道料の増額でご

ざいます。

その下、学校給食運営事業費の燃料費１０

５万１,０００円の増額補正は、燃料単価の

高騰によるものでございます。

一番下の段、職員給与費の減１,６９９万

８,０００円の減額補正でございますが、給

与減額措置、それから共済組合追加費用負担

率の減に伴います減額補正でございます。

それでは、次に、歳入を御説明いたします

ので、５４、５５ページにお戻り願いたいと

思います。

歳入でありますが、歳入につきましては、

額の確定等に伴います予算の整理が主であり

ますが、まず、中ほどの地方交付税の増１億

３,２５９万３,０００円の増額補正でござい

ます。これは、普通交付税の決定に伴います

増額でありまして、最終的に普通交付税は対

前年１,８３５万６,０００円の減となりまし

て、３８億７,２５９万３,０００円と決定さ

れたものでございます。

この件の主な理由といたしましては、事業

費補正、いわゆる起債の償還額が減ったもの

でございます。

１段飛びまして、地域生活支援事業費等補

助金の増１８６万６,０００円の増額補正に

つきましては、歳出の障害福祉費で御説明い

たしました訪問入浴サービス利用者の増によ

るものでございます。

次、５７ページをお開きください。

上から３段目、経営転換協力金２８０万円
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の新規補正でございますが、歳出の農業振興

費で御説明をいたしました農地貸付者に対す

る国からのトンネル補助であります。

１行飛びまして、緊急雇用創出推進事業補

助金２７７万円の新規補正につきましては、

歳出の観光費で御説明いたしました合同会社

びほろ笑顔プロジェクトで３名の雇用を創出

し、商品開発、プロモーション事業を行うも

ので、１０分の１０の国からの補助でござい

ます。

中ほどであります。財産収入の不用物品売

り払い代の増１５９万８,０００円でござい

ますが、これは、除雪ダンプ及び道路パト

ロール車の売り払い代でございます。

次、寄附金であります。一般寄附金の増４

万５,０００円の増額でございますが、ま

ず、１０月７日、新町３丁目のヘアボック

ス・アールパーク代表薮下理香様から、開業

１５周年記念イベントの基金の一部を町に役

立てていただきたいと１万５,０００円をい

ただいたもの、それから、１０月９日、栄町

１丁目にお住まいの嶋崎美智子様から、夫、

甚太郎様が８月２７日に御逝去されて、生

前、町にお世話になったということで、町に

役立ててほしいと３万円の御寄附をいただい

たものであります。

次のふるさと寄附金の増５４万５,０００

円につきましては、８月１２日から１１月５

日までの４１件分の御寄附で、本年の累計は

１４５件となったものでございます。

次の社会福祉費寄附金の増４１万８,００

０円でございますが、まず、９月２２日、社

会福祉法人恵和会主催のチャリティーゴルフ

コンペ並びに懇親会参加者御一同様から、社

会福祉に役立ててほしいと１１万８,０００

円の御寄附があったこと、１０月２７日、松

緑神道大和山美幌支部長、永澤則次様から、

チャリティーバザーの益金の一部をしゃきっ

とプラザ施設整備に役立ててほしいと３０万

円の御寄附をいただいたものでございます。

次の林業費寄附金の増２０万１,０００円

につきましては、９月３０日、生活協同組合

コープさっぽろから、森林整備協定による寄

附として２０万１,０００円をいただいたも

のであります。

次の社会教育費寄附金の増３０万４,００

０円でありますが、８月３０日、山田惠子リ

サイタル実行委員会様から１２万４,０００

円、８月３０日、栄町２丁目、山田惠子様か

ら１０万円、１０月１０日、日本舞踊藤間流

藤光会会主、藤間勘芳光様から８万円の御寄

附をいただいたものでございます。

一番下の段、学校教育費寄附金３００万円

につきましては、９月２６日、東町２丁目に

お住まいでした故磯江昌子様から、学校図書

充実に役立ててほしいと３００万円をいただ

いたものでございます。

次、５９ページをお開きください。

商工費寄附金１００万円の増額でございま

すが、１１月１６日、美幌商工会議所から、

創立６０周年記念に当たり、イベント用貸出

備品充実にと１００万円の御寄附をいただい

たものでございます。

その次、公共施設整備基金繰入金の減８,

０２５万７,０００円の減額補正でございま

すが、今回の財源調整で年度末の残高は８億

８,９１０万１,０００円となる見込みでござ

います。

次、福祉基金繰入金の増７９万８,０００

円の増額でございますが、これにつきまして

は、松緑神道大和山様の寄附金３０万円とあ

わせて、しゃきっとプラザのランニングマ

シーン購入に充当するために基金から７９万

８,０００円を取り崩すものでございます。

これによりまして、福祉基金の年末残高は

３億４０４万３,０００円となる見込みであ

ります。

１行飛びまして、財政調整基金繰入金の減

６,２１２万６,０００円の減額補正でありま

すが、今回の財源調整でありまして、このこ

とにより、財政調整基金の年度末残高は１１

億１７５万３,０００円となる見込みでござ

います。

その下、前年度繰越金の増６,７４９万１,
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０００円の増額補正は、今回、前年度繰越金

を全額予算化をするものでございます。

一番下の段になります。雑入であります。

中ほどのいきいきふるさと推進事業助成金の

増１００万円でございますが、これは、美幌

町内消費拡大セール事業のうち子育て支援事

業に対しまして要望しておりました、いきい

きふるさと推進事業助成金が採択されたこと

による予算化をしようとするものでございま

す。

その下、給与費負担金４４万３,０００円

の増でございますが、これにつきましては、

水道事業職員の給与費削減分でございまし

て、これを減債基金へ積み立てるものでござ

います。

その下、土地改良事業補助金返還金５７万

９,０００円につきましては、歳出の農地費

で御説明いたしました株式会社道東ラルズか

らの補助金返還金で、歳入では５７万９,０

００円、歳出では４３万５,０００円を補正

をするものでございまして、その差額は町費

分の返還分でございます。

次、６１ページであります。

町債でありますけれども、町債につきまし

ては、第３表、地方債補正で御説明いたしま

したので、説明を省略させていただきます。

以上、御説明申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ６３ページ、款項で

いくと、総務費の総務管理費、一般管理費の

１番、一般事務費増、特別旅費の１４４万

９,０００円。説明ではオリンピック等の渡

航の人件費等ということなのですけれども、

４年前、オリンピックのとき、たしか応援団

も来まして、多くの方が行ったと思うのです

けれども、今回、またオリンピックというこ

とで、本当に喜ばしいことなのですけれど

も、この特別旅費の該当になる人間の人選等

について、まず考え方をお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 答弁は。

町長。

○町長（土谷耕治君） まだ確定はしており

ませんけれども、時期が時期だというような

ことがありますので、きょうの防災の論議に

もありましたけれども、残るべき人は残っ

て、それ以外の人に行ってもらうというのが

最適だと思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 先ほどの防災の話で

も、残るべき残る人というのは置いておい

て、私は、将来、子供たちの夢等があるので

あれば、できる限り若い職員がきちんとし

て、仕事をしてきてもらいたいと思っていま

すので、ぜひ、職員、要するにスポーツなら

スポーツ担当なりのきちんとした職員を、将

来のことも考えて派遣すべしという思いで終

わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 後援会組織も出てお

りますので、町を代表して行くということで

ありますから、役職あると言ったらおかしい

ですけれども、それなりの人物を派遣したい

と、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ６５ページの一番上

の防災活動推進事業費の減ということで、こ

れは器具の執行残だと思いますが、この執行

残の扱いなのですけれども、私の記憶が正し

ければ、たしか国家公務員に倣って、職員給

与の減額、それらをこういう防災に充てると

いうことの趣旨で以前聞いておりましたの

で、執行残になった部分につきましては、次

年度以降、これらの執行残を活用して、さら

に防災充実のために使われるというふうに理

解していいのか、それとも単純に余って繰り

越しになったりとか、そういう扱いになるの

か、その辺だけちょっとお尋ねしたいと思い

ます。

それから、もう１点、７３ページの商店街
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活性化事業費の増ということで、空き店舗の

活用事業補助金ということで、これは、今、

この制度ができてから何件目なのかというこ

とを。

それで、今まで補助したもの、ちょっと、

やめたのはないような気がするのですけれど

も、ずっとうまくいっていたのかどうか、そ

の辺、ちょっとわかれば教えていただきたい

と思います。補助して、途中でやめたような

ケースが、ないような気もするのですけれど

も、もしかしたらあるのか、その辺の状況だ

けお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 上杉議員、一問一答

ということにしたいので……。

○４番（上杉晃央君） 一つずつで結構で

す。

○議長（古舘繁夫君） ですから、防災の推

進事業費の減額の部分のみ、まずはお願いし

ます。

財務主幹。

○財務主幹（矢萩 浩君） ただいまの防災

の関係の給与費減額の関連でありますけれど

も、まず、今回の給与費削減の影響額、これ

は地方交付税のほうですけれども、これが

６,９２４万５,０００円ありました。そこか

ら減災・防災事業債に充当する分として４,

１１６万８,０００円、残りの２,８０７万

７,０００円、この分が地方交付税で新たに

措置されるものであります。

今回、入札執行残等によりまして４,１１

６万８,０００円、こちらは確保されており

ますけれども、継ぎ足し分の、一般財源でも

ともと支出しようとしておりました分があり

ますので、その分、執行残がありますけれど

も、一般財源で追加している分が減額される

ということですので、来年度以降の繰り越し

はないものと考えております。

以上、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 空き店舗の対策

補助金でございますけれども、平成２５年度

につきましては、今、３件から４件になった

ということで、補正をさせていただいており

ます。

過去の補助した店舗についての継続ぐあい

については、ちょっと資料を持ってきており

ませんので、後ほど答弁をさせていただきた

いというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 答弁ではなくて、後

ほど別なときに教えていただければ結構です

から。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） まず一つ目、７３

ページ、木質チップ運搬委託料、これ、いろ

いろな話の中で、今後も含めてどういうふう

に捉えたらいいのか。偶然、ことしだけのこ

となのか。減です、４４万２,０００円。そ

こら辺をもう少し御説明していただきたい。

次に、７９ページの町民会館維持管理事業

費の増というところで、光熱費３４２万９,

０００円。参考のために、説明は説明でわか

るのですが、例えば催し物があって光熱費が

かかると思うのですが、この間みたいな講演

なんかをやると、人数に関係なく、２時間程

度とか３時間程度といろいろな分析はあるの

でしょうけれども、１件当たりどのぐらいの

光熱費がかかるのかなというような思いもあ

るものですから、そういう面で、今後の参考

のために、１件当たりという言い方はちょっ

と酷かもしれないけれども、この予算は来年

３月いっぱいまでの補正だとは見ているので

すけれども、そこら辺を含めて説明していた

だきたい。

次、３点目です。同じ７９ページ。スポー

ツ振興のソチオリンピック・パラリンピッ

ク、後援会に出すというお話でありますけれ

ども、このことについて、オリンピック会場

まで行って応援するのも、もちろん、こうい

う予算の中の組み立てがあるのかなと思って

いますが、美幌町にいて、どこかの場所に集
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まって応援することも応援のあり方だなと

思っているところでありますけれども、地元

における応援体制という意味で、前回、４年

前ですか、例えば応援グッズも正規なものが

なくて、偶然ですけれども、皆さんの知恵を

かりて用立てして応援したという経緯があり

ます。そこら辺をもう少し、後援会、美幌に

おける応援のあり方というものを、承知して

いるものがあればお教え願いたい。

以上３点。あとは個別でやります。

○議長（古舘繁夫君） チップですね。

経済部長。

○経済部長（広島 学君） 御質問のありま

した木質運搬の委託料でございます。

平成２５年度から新制度のＪ－クレジッ

ト、Ｊ－ＶＥＲからＪ－クレジットというこ

とで制度が移行となりましたが、新制度の中

においても重量の実測が必要とされておりま

す。

また、新たに原材料及びチップ運搬に係る

ＣＯ２の排出量積算もしなさいということに

なっておりますので、新制度の中で、Ｊ－Ｖ

ＥＲ制度よりもハードルが高くなったという

ふうに認識をしております。

登録に係る経費ですとか、あるいは事務

量、そして４町協議会において持っておりま

すクレジットの在庫量を勘案して、今年度は

重量測定を行わないこととさせていただいた

ところでございます。

来年以降につきましても、制度の内容、あ

るいは４町協議会での具体的な方向性が出な

い場合においては、経費等のことを考慮をし

て、この部分についてのクレジット登録は行

わない方向で進めたいというふうに思ってお

ります。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 簡単に言うと、メ

リットがないと。今後も含めて、二酸化炭素

の測定においても扶助はないというふうに私

は受けとめたのですけれども、その解釈でい

いのかどうか、改めてお聞かせ願いたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） メリットがない

というわけではないというふうに認識をして

おります。新しく移行しました制度、Ｊ－ク

レジット制度が２０２０年で終了するという

ふうに予定をされております。

それで、今、４町で登録をしている在庫量

を含めると、２０２０年までに、この在庫量

が処分できるかどうかがわからないと、販売

量が至って少なくなってきているということ

も踏まえまして、経費をかけて登録をしてい

く必要性については検討していきたいという

ことでございます。

○議長（古舘繁夫君） それでは、文化ホー

ルのほうの燃料のほうでしたね。答弁どう

ぞ。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） まず、町民会館

の光熱費の関係でございます。

今回、３４２万９,０００円の補正増額と

いうことでお願い申し上げております。

びほーるにつきましては、平成２４年８月

にオープンいたしまして、十分冬場の、一年

間の実績を見込めないまま平成２５年度の予

算組みをしてきたという経過がございます。

なかなか、冬場の受給を見込めなかったとい

うことがまず一つございます。

それと、利用件数もふえてきたということ

がございまして、暖房と照明に使う電気料が

不足したということでございますので、御理

解いただきたいと思います。

それと、１件当たりというか、そういう出

し方はしておりません。夏場と冬場の違いも

ございますので、ちょっと難しいかなという

ふうに思っております。御理解いただきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） もちろん、夏場と

冬場が違うのはわかるのです。後でいいです

から、暇なときに、そうしたら概算で。とい
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うのは、あの施設を建てるときに、いろいろ

な意味の腹づもりとして社会的に用立ててい

ただきたいという施設でつくったのです。だ

から、そういう意味でも、今回は燃料高騰と

いうことも絡んでいるかなと思っていますけ

れども、例えば夏場と冬場にもし、燃料をた

くという意味です。大きく分けてでも、つか

みで結果を踏まえてできると思いますので、

ちょっと時間を見詰めて、できるものであれ

ば、今後の参考というか、新年度予算に向け

て、お互いに必要なものだと思うから、そう

いう面で御配慮いただきたい。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） １０月の実績で

ございますけれども、１日当たりということ

になりますけれども、１件当たりです。１日

当たりが正しいと思いますけれども、２万

９,０４８円というのが光熱水費となってお

りますので、御理解いただきたいと思いま

す。

あと、新年度に向けては、その辺を配慮さ

せていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） では、ソチの答弁を

お願いします。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 後援会の補助と

いうことでございますけれども、活動の中

で、テレビ観戦の中で応援をしようというこ

とが一つ、予定はされております。ただ、テ

レビ放映が実際にされるかどうかという問題

がございまして、テレビ放映がない場合につ

いては、もしかしたらテレビ観戦をしながら

の応援というのができない可能性があるかも

しれません。それだけ御理解いただきたいと

いうふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今言った話はわか

らないわけではないのです。基本はあるもの

としてということでお話をしていただかない

と、それはもちろん、放映していないもの

を、ここで応援したくたって、見たくたって

見れないわけですから、そこら辺は大人の会

話として受けとめていただきたいということ

と、やるからには、もちろん現地で、寒い

中、鼻水をたらして応援するのも本当に大変

な御苦労をいただくなと思いながらも、もし

放映なんかがあってやるときには、それなり

の、やっぱり気配りというか、あうんの呼吸

でやっぱり応援しなかったら、そのぐらいの

ことを、この後援会に逆に、しっかりそうい

う体制を、放映があるとしたならば、とるよ

うなぐらいの話を、もう既に終わっているの

かなと思ったものですから、今後、そういう

努力をしていただきたい。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） こちらの地元とい

う部分でいけば、今、本当に、吉住議員が

おっしゃるとおりだというふうに思っており

ます。

予算的な部分から考えれば、前回のとき

に、ある程度会場を設けて、機材等は、お金

を組んではいたのですけれども、お金をかけ

ないで、実は機材は全部あるので、あとは本

当に皆さんが集まって、そういう機運を高め

るような状況は、教育委員会としては責任を

持ってやりたいというふうに思っておりま

す。

本当に、町民を挙げて応援していきたいと

思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 前回、石田正子さん

がオリンピックに出たときは、ＢＳのほうで

放映されました。

それで、今回、鈴木さんがこちらに尋ねて

きた折、ＮＨＫの記者もカメラを持ってきて

おりましたので、私のほうからも、ぜひテレ

ビ放映をしてほしいという申し出をしまし

た。北見支局ですから、正式な判断は難しい

と思いますけれども、ぜひテレビに映るよう

な好成績を上げるように、機会があればま

た、教育長も多分やっていただけると思いま
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すけれども、私のほうからもやっていきたい

と、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１２番宗像密琇さん。

○１２番（宗像密琇君） 済みません、１件

だけお願いしたいと思います。

７５ページの下から２段目の住宅リフォー

ムの関係でお尋ねしたいと思いますが、先ほ

ど、ちょっと聞きづらかったのですけれど

も、間違いなければ、たしか１８件の辞退者

というふうに聞いたのですが、もし１８件で

あれば、非常に多いなと。もし辞退者のおお

よその理由がわかれば、お聞かせ願いたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 辞退者の理

由は、やはり個人資金の工面だとか、そうい

うことだと思います。

それで、今回、２５０で１８件で、予算的

には２３０という部分で受け付けするという

ことの見込みでやっておりますけれども、多

いかどうかで言われますと、今までの実績で

言うと、大体同じような率で辞退者は出てお

ります。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 済みません、前回

のことはよくわかりませんけれども、大体こ

のぐらいの人数でというような話であれば、

今後やっぱり、それに対する対策といいます

か、やりたくてもやれない人もいますし、１

８件ということであれば、施策の中で、この

１８件、余り多くないような形で、取り進め

ていけるものであれば検討してみたほうがい

かがかなと思いまして。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） ３年間の実

績によりますと、補正をしていただいた中

で、全員そういう形の部分で拾っていただき

ました。今後継続するのであればということ

になれば、今、議員おっしゃるとおり、当

然、辞退者が出ると、例えば補正も何もして

いなければ、申し込みしてできないというこ

ともありますので、そういうことも踏まえな

がら、継続するものがあれば検討していきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０８号平成２５年度美

幌町一般会計補正予算（第７号）についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１３ 議案第１０９号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１３ 議案第

１０９号平成２５年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）についてを議題と

します。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の８３ペー

ジをお開き願います。

議案第１０９号平成２５年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）について

御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、人事異動に伴

う会計間人件費の調整、それから、調整交付

金の額の確定等による補正予算でございま

す。

平成２５年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ
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れぞれ９万４,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２９億６,８

７９万９,０００円とするものでございま

す。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

９２ページ、９３ページをお開きいただき

たいと思います。（発言する者あり）

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０９号平成２５年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１４ 議案第１１０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１４ 議案第

１１０号平成２５年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ９７ページをお

開き願います。

議案第１１０号平成２５年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明いたします。

今回の補正につきましては、人事異動に伴

う会計間人件費の調整、平成２４年度保険基

盤安定負担金等の額の確定による補正でござ

います。

平成２５年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ９００万２,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

６,９０２万３,０００円とするものでござい

ます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

１０６ページ、１０７ページをお開き願い

ます。（「省略」と呼ぶ者あり）

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１１０号平成２５年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１５ 議案第１１１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１５ 議案第

１１１号平成２５年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第２号）についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） １０９ページを

お開き願います。

議案第１１１号平成２５年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第２号）について御説
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明申し上げます。

今回の補正につきましては、人事異動に伴

う会計間人件費の調整、各種事業の実績見込

み額の算定による補正予算でございます。

平成２５年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ３３７万１,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億

８,２２６万円とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

１１８ページ、１１９ページをお開き願い

ます。（「省略」と呼ぶ者あり）

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１１１号平成２５年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１６ 議案第１１２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１６ 議案第

１１２号平成２５年度美幌町公共下水道特別

会計補正予算（第１号）についてを議題とし

ます。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の１２

１ページをお開きください。

議案第１１２号平成２５年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。

平成２５年度美幌町公共下水道特別会計補

正予算（第１号）は、次の定めるところによ

る。

今回の補正につきましては、起債限度額の

補正、人事異動及び給与削減措置並びに事務

事業の確定による補正を行うものでありま

す。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ５１５万８,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億

９,４５７万４,０００円とするものでありま

す。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更につきましては、

「第２表 地方債補正」で御説明申し上げま

すので、１２４ページをお開きください。

第２表、地方債……（「省略」と呼ぶ者あ

り）

ということの部分で限度額補正をさせてい

ただきましたので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１１２号平成２５年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され
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ました。

─────────────────────

◎日程第１７ 議案第１１３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１７ 議案第

１１３号平成２５年度美幌町個別排水処理特

別会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の１３

３ページをお開きください。

議案第１１３号平成２５年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第２号）について

を御説明申し上げます。

平成２５年度美幌町の個別排水処理特別会

計補正予算（第２号）は、次の定めるところ

による。

今回の補正につきましては、起債限度額の

補正、人事異動及び給与削減措置等に並び、

事務事業の確定による補正を行うものであり

ます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ３０万１,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,１０

５万５,０００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更につきましては、

「第２表 地方債補正」で御説明申し上げま

す。

１３６ページをお開きください。（「省

略」と呼ぶ者あり）

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１１３号平成２５年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の方

は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１８ 議案第１１４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１８ 議案第

１１４号平成２５年度美幌町水道事業会計補

正予算（第２号）についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の１４

５ページをお開きください。

議案第１１４号平成２５年度美幌町水道事

業会計補正予算（第２号）についてを御説明

申し上げます。

総則。

第１条、平成２５年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第２号）は、次の定めるところ

による。

今回の補正につきましては、日並浄水場運

転管理棟業務委託料に係る債務負担行為の補

正及び給与削減措置並びに人事に伴う人件費

の削減を行うものであります。

収益的支出の補正、第２条、資本的支出の

補正、第３条につきましては、補正予算実施

計画書及び説明書で御説明申し上げますの

で、１４７ページをお開きください。

債務負担行為の補正。

第４条、債務負担行為をすることができる

事項、期間及び限度額を、次のとおり補正す

る。

電子計算機料は、地方公営企業会計見直し

による企業会計支出の更新をするもので、入

札執行により限度額を７５７万８,０００円

に補正するものであります。

次の日並浄水場運転管理等業務委託料、期
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間は平成２５年度から平成２６年度、限度額

は２,９３４万４,０００円であります。

平成２６年度から民間委託へ移行するため

に、債務負担行為の設定を行い、平成２６年

４月からの業務委託のための準備等を行うも

のであります。

議会の議決を経なければ流用することので

きない経費の補正、第５条は、記載のとおり

であります。

次に、１４８、１４９ページをお開きくだ

さい。

補正予算実施計画書及び説明書、収益的支

出であります。

原水及び浄水費の光熱水費、動力費は、電

力量値上げ、動力量増による増額でありま

す。

次の１５０、１５１ページをお開きくださ

い。

配水及び給水費は、人件費の減額、光熱水

費、動力費は、電気料値上げによる増額で

す。

次に、１５２、１５３ページをお開きくだ

さい。

業務費は、人件費の減、手当等その他の手

当は、時間外等の増額です。（「省略」と呼

ぶ者あり）

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １４７ページの電子

計算機借上料、金額が大幅に違いますので、

何が起きたのか、もう一度お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 当初見込み

ましたうちの予算額に対しまして、実質、入

札をした段階で、このようにがくっと落ちて

きたという状況でございます。入札執行残で

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第１１４号平成２５年度美

幌町水道事業会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第１９ 議案第１１５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１９ 議案第

１１５号平成２５年度美幌町病院事業会計補

正予算（第２号）についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） それでは、議

案１６７ページをお開き願います。

議案第１１５号平成２５年度美幌町病院事

業会計補正予算（第２号）について御説明申

し上げます。

今回の主な補正につきましては、予算執行

見込みによる職員給与費などの補正を行おう

とするものであります。

第１条、平成２５年度美幌町病院事業会計

補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

第２条の収益的収支、第３条の資本的収支

の補正につきましては、実施計画書及び説明

書でそれぞれ御説明申し上げます。

次に、１６９ページをお開き願います。

第４条、企業債の補正につきましては、執

行見込み前限度額を４４０万円減額補正しよ

うとするものであります。

第５条、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費の補正であります。

職員給与費の補正につきましては、当初予

算で１名の医師採用と理学療法士の採用を見
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込んでおりましたが、本年度１１月分までの

未執行分の給与、手当、法定福利費を減額し

ようとするものであります。

第６条、他会計からの補助金の補正につき

ましては、実施計画書説明書で御説明申し上

げます。

第７条、重要な資産の取得につきまして

は、旭川医大眼科医局の要請を踏まえ、新た

に眼科診療に必要な検査機器として、既定予

算の範囲内で３次元眼底像撮影装置の導入を

行おうとするものであります。

次に、１７１ページをお開き願います。

収益的収入についてであります。

他会計からの補助金の補正では、一般会計

からの補助金として、医師等研究研修費は、

歳出の医師研修旅費９０万４,０００円の増

額補正に対して２分の１の４５万２,０００

円の増額補正を、基礎年金拠出金負担金２７

万２,０００円の減額は、歳出減額相当額を

それぞれルール分として補正しようとするも

のであります。

次に、他会計負担金として、不採算地区病

院の運営に要する経費の減額につきまして

は、一般会計で御説明のとおり、７月から３

月までの給与減額相当分を繰り戻すための減

額補正を行おうとするものであります。

次に、１７３ページをお開き願います。

（「説明省略」と呼ぶ者あり）

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１１５号平成２５年度美

幌町病院事業会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第２０ 議案第１１６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２０ 議案第

１１６号指定管理者の指定についてを議題と

します。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（広島 学君） 議案第１１６号

指定管理者の指定について御説明を申し上げ

ます。

議案１８６ページをお開きください。

美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例第６条の規定により、次の

とおり指定管理者の指定を行うものとする。

記以下の選定経過、選定理由等につきまし

ては、参考資料により御説明を申し上げま

す。

参考資料の５１ページをお開き願います。

資料８（議案第１１６号関係）、指定管理

者の指定について。

施設の名称、美幌町交流促進センター「峠

の湯びほろ」。

施設の所在、美幌町字都橋４０番地の１。

指定管理者、札幌市中央区南１条東３丁目

１１－９、株式会社共立メンテナンス札幌支

店支店長、山川拓也でございます。会社の本

社は東京となります。

施設の概要については、記載のとおりでご

ざいます。

業務の範囲につきましては、（１）から

（８）まで記載してあります業務範囲という

ことで予定をさせていただいております。

公募から選定までの経緯でございますけれ

ども、募集期間、平成２５年１０月１日から

１０月３１日までの１か月間。

現地説明会、平成２５年１０月１６日、３

団体の参加により実施をさせていただいてお

ります。

指定管理者の公募（応募数）でございます
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けれども、これは、現地説明会に参加をいた

だきました３団体からの応募があったところ

でございます。

プレゼンテーション及びヒアリングの実

施、平成２５年１１月１３日、応募のありま

した３団体の参加により実施をさせていただ

いてございます。

選定委員会議、選定に当たり、６名の委員

で構成をする選定委員会を設置し、記載のと

おり４回の選定委員会議を実施しているとこ

ろでございます。

選定結果通知、平成２５年１１月２６日

に、それぞれ応募のありました３団体につい

て、選定結果について通知をさせていただい

ております。

次に、５２ページの応募団体でございま

す。３団体からの応募がありました。応募団

体の主な業務内容については、ここに記載の

とおりでございます。

選定の方法でございますが、選定委員会を

設置し、応募団体から提出をされました関係

書類、プレゼンテーション、ヒアリング等に

より、選定基準に基づきまして、評価点数方

式により審査項目ごとに評価を行い、その

後、選定委員会全員による協議を行いまし

て、合意をもって選定を行ったところでござ

います。

なお、選定順位、結果につきましては、記

載のとおりでございます。

選定理由、①から⑤まで記載をしておりま

す。提出をされました事業計画の実現性と利

用者サービスの向上性、管理運営の考え方、

団体の経営状況等を考慮いたしまして、優位

性があるということで判断をし、選定をした

ところでございます。

指定期間、平成２６年４月１日から平成３

０年３月３１日の４年間でございます。

５３ページの会社の概要でございます。

（１）から（５）まで記載をしておりますけ

れども、記載の内容のとおりということでご

ざいます。

根拠条例につきましては、美幌町の公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例及び美幌町交流促進センター条例でござい

ます。

以上、御説明をさせていただきましたの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今、選定の関係はわ

かりましたけれども、これに関連して、補正

予算で泉源の修繕工事をやって、もう既に

オープンしていますから心配はないと思うの

ですけれども、結果、温度が下がってきたと

か、そういったことが今回の修繕結果によっ

て回復されて、こういう指定を受ける会社の

ほうで、もちろん問題ないと思うのですけれ

ども、そこで大きな変化がなくて、もとどお

りになったのかどうか、せっかくの機会です

ので、住民に知らせる意味も含めて御答弁い

ただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 泉源の改修工事

をしまして、もう既に７日からオープンをさ

せていただいております。

今回の工事に関しまして、温度につきまし

ては、もとどおりの温度まで上昇をしている

ということでございますし、湯量について

も、現在まだ測定をしている最中でございま

すけれども、問題なく、ある程度の容量につ

いては来ているということで、営業について

の支障についてはないということで考えてお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第１１６号指定管理者の指

定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第２１ 行政報告

○議長（古舘繁夫君） 日程第２１ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） さきの行政報告に追

加して報告をさせていただきます。

第１に、御寄附についてであります。

去る１１月２９日に、東京都世田谷区にお

住まいの本田忠盛様より、森づくり並びに博

物館展示用備品及びイベント用備品の購入に

役立てていただきたいと、３００万円を御寄

附いただいたところでございます。

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいります。

以上、御報告を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ただいまの行政報告

について、質問を許します。

質問は１回、１人３回までといたします。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） ３００万円という

ことで、本当にありがたいことだと思います

けれども、例えばイベント用備品と森づくり

と、この使い道が決まっているのでしょう

か。それともこれから、配分、それがわかっ

ていましたら教えてください。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それぞれの金額

の御質問でありますけれども、森づくりのた

めに１２０万円、博物館展示用に８０万円、

イベント用備品に１００万円ということであ

ります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質問いらっ

しゃいますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 以上で質問を終わり

ます。

これで、行政報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２２ 報告第１５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２２ 報告第

１５号定期監査報告について。

お手元に配付しているとおり報告書の提出

がありましたので、お聞きすることがあれば

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１５号定期監査報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎日程第２３ 報告第１６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２３ 報告第

１６号例月出納検査報告について、８月から

１０月分まで、お手元に配付しているとおり

報告書の提出がありましたので、お聞きする

ことがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１６号例月出納検査報告につい

ては、これで終わります。

─────────────────────

◎日程第２４ 閉会中の継続調査について

○議長（古舘繁夫君） 日程第２４ 閉会中

の継続調査について。

各委員会から、お手元に配付した印刷物の

とおり申し出がありましたので、これを承認

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員会の申し出のとおり承

認することに決定しました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本定例会に

付議されました案件は全部終了しました。

会議を閉じます。

これで、平成２５年第７回美幌町議会定例
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会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ５時０９分 閉会
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美 幌 町 議 会 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


